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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　アクセサリに設けられた第１のマウントとバヨネット結合できる第２のマウントを有す
る撮像装置であって、
　前記第２のマウントは、前記第２のマウントが前記第１のマウントとバヨネット結合し
たときに前記第１のマウントに設けられた複数の接点面と電気的に接続されるように前記
第２のマウントの円周方向に沿って配された、少なくとも４つ以上の偶数個である複数の
接点ピンを有し、
　正位置における前記撮像装置を前記第２のマウント側から見た場合に、前記第２のマウ
ントの中心軸ら重力方向および当該重力方向とは反対方向に延びる線を第１のマウント中
心線とし、前記中心軸を通り前記第１のマウント中心線と略直交する線を第２のマウント
中心線とし、
　前記複数の接点ピンは、互いに隣り合う接点ピン同士の距離が異なる接点ピンの組を含
み、
　前記複数の接点ピンは、前記第２のマウントの径方向において、前記第１のマウント中
心線と重畳する第１の接点ピンを含み、
　前記複数の接点ピンは、前記第２のマウントの円周方向における両端に位置し、前記第
２のマウント中心線までの距離が略同一である第２の接点ピンおよび第３の接点ピンを含
むことを特徴とする撮像装置。
【請求項２】
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　前記撮像装置は、前記第２のマウントの背面側に、前記撮像装置に設けられた撮像素子
へと被写体の光学像を導く露光開口を有し、
　前記第１の接点ピンは、前記複数の接点ピンのうちで、前記露光開口までの距離が最も
離れていることを特徴とする請求項１に記載の撮像装置。
【請求項３】
　前記第２の接点ピンおよび前記第３の接点ピンは、前記露光開口までの距離が略同一で
あることを特徴とする請求項２に記載の撮像装置。
【請求項４】
　前記第２の接点ピンおよび前記第３の接点ピンは、前記第１のマウント中心線までの距
離が略同一であることを特徴とする請求項１乃至３の何れか一項に記載の撮像装置。
【請求項５】
　前記複数の接点ピンのうち、前記第１のマウント中心線を基準として分割された一方の
領域に含まれる互いに隣接する接点ピン同士の距離が、前記第１のマウント中心線を基準
として分割された他方の領域に含まれる互いに隣接する接点ピン同士の距離以上であるこ
とを特徴とする請求項１乃至４の何れか一項に記載の撮像装置。
【請求項６】
　前記第２のマウントの円周方向において、前記第２の接点ピンと当該第２の接点ピンと
隣接する接点ピンとがなす角度が、前記第３の接点ピンと当該第３の接点ピンと隣接する
接点ピンとがなす角度よりも大きいことを特徴とする請求項１乃至５の何れか一項に記載
の撮像装置。
【請求項７】
　前記第１の接点ピンは、前記撮像装置と前記アクセサリとの通信に用いる端子であって
、
　前記第２の接点ピンは、前記撮像装置から前記アクセサリへの電源供給に用いる端子で
あって、
　前記第３の接点ピンは、前記第２の接点ピンに対応したグランド端子であることを特徴
とする請求項１乃至６の何れか一項に記載の撮像装置。
【請求項８】
　前記第２の接点ピンは、前記第２のマウントと前記第１のマウントとのバヨネット結合
のための相対的な回転方向において、前記第１のマウント側に設けられた複数の接点面と
最後に接触する接点ピンであって、
　前記第３の接点ピンは、前記第２のマウントと前記第１のマウントとのバヨネット結合
のための相対的な回転方向において、前記第１のマウント側に設けられた前記複数の接点
面と最初に接触する接点ピンであることを特徴とする請求項１乃至７の何れか一項に記載
の撮像装置。
【請求項９】
　前記撮像装置の前記正位置において、前記第２のマウント中心線を基準として前記第２
のマウントを２つの領域に分けて、前記重力方向が含まれる領域を下側その反対側の領域
を上側とし、前記複数の接点ピンは、前記下側の領域に含まれることを特徴とする請求項
１乃至８の何れか一項に記載の撮像装置。
【請求項１０】
　前記複数の接点ピンにおける、互いに隣り合う接点ピン同士の距離は、互いに隣り合う
前記接点ピンの中心間の距離であることを特徴とする請求項１乃至９の何れか１項に記載
の撮像装置。
【請求項１１】
　前記複数の接点ピンにおける、互いに隣り合う接点ピン同士の距離は、互いに隣り合う
前記接点ピンの導通部分同士の距離であることを特徴とする請求項１乃至９の何れか１項
に記載の撮像装置。
【請求項１２】
　前記複数の接点ピンにおける、互いに隣り合う接点ピン同士の距離は、前記撮像装置に
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前記アクセサリが装着された状態で、互いに隣り合う前記接点ピンおよび前記接点面の接
続点間の距離であることを特徴とする請求項１乃至９の何れか１項に記載の撮像装置。
【請求項１３】
　撮像装置に設けられた第１のマウントと結合できる第２のマウントを有するアクセサリ
であって、
　前記第２のマウントは、前記第２のマウントが前記第１のマウントとのバヨネット結合
したときに前記第１のマウントに設けられた複数の接点ピンと電気的に接続されるように
前記第２のマウントの円周方向に沿って配された、少なくとも４つ以上の偶数個である複
数の接点面を有し、
　前記アクセサリにバヨネット結合された状態の前記撮像装置の正位置において、前記ア
クセサリを前記第２のマウント側から見た場合に、前記第２のマウントの中心軸から重力
方向および当該重力方向とは反対方向に延びる線を第１のマウント中心線とし、前記中心
軸を通り前記第１のマウント中心線と略直交する線を第２のマウント中心線とし、前記複
数の接点面は、互いに隣り合う接点面同士の距離が異なる接点面の組を含み、前記第１の
マウントに前記第２のマウントが結合された状態で、前記第１のマウント中心線と重畳す
る第１の接点面と、前記第２のマウントの円周方向における両端に位置し、前記第２のマ
ウント中心線までの距離が互いに略同一である第２の接点面および第３の接点面を含むこ
とを特徴とするアクセサリ。
【請求項１４】
　前記第１のマウントに前記第２のマウントが結合された状態で、前記第１の接点面は、
前記複数の接点面のうちで、前記撮像装置に設けられた露光開口までの距離が最も離れて
いることを特徴とする請求項１３に記載のアクセサリ。
【請求項１５】
　前記第１のマウントに前記第２のマウントが結合された状態で、前記第２の接点面およ
び前記第３の接点面は、前記露光開口までの距離が略同一であることを特徴とする請求項
１４に記載のアクセサリ。
【請求項１６】
　前記第１のマウントに前記第２のマウントが結合された状態で、前記第２の接点面およ
び前記第３の接点面は、前記第１のマウント中心線までの距離が略同一であることを特徴
とする請求項１３乃至１５の何れか一項に記載のアクセサリ。
【請求項１７】
　前記複数の接点面は、互いに隣り合う接点面同士の距離が異なる接点面の組を含み、保
持される位置が前記光軸と平行な方向において異なる第１の段と第２の段に配されており
、
　前記第１のマウントに前記第２のマウントが結合された状態で、前記複数の接点面のう
ち、前記第２の段に含まれる互いに隣接する接点面同士の距離が、前記第１の段に含まれ
る互いに隣接する接点面同士の距離以上であることを特徴とする請求項１３乃至１６の何
れか一項に記載のアクセサリ。
【請求項１８】
　前記複数の接点面における、互いに隣り合う接点面同士の距離は、互いに隣り合う前記
接点面の中心間の距離であることを特徴とする請求項１７に記載の撮像装置。
【請求項１９】
　前記複数の接点面における、互いに隣り合う接点面同士の距離は、互いに隣り合う前記
接点面の導通部分同士の距離であることを特徴とする請求項１７に記載の撮像装置。
【請求項２０】
　前記複数の接点面における、互いに隣り合う接点面同士の距離は、前記撮像装置に前記
アクセサリが装着された状態で、互いに隣り合う前記接点面および前記接点ピンの接続点
間の距離であることを特徴とする請求項１７に記載の撮像装置。
【請求項２１】
　前記第２のマウントの円周方向において、前記第２の接点面と当該第２の接点面と隣接
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する接点面とがなす角度が、前記第３の接点面と当該第３の接点面と隣接する接点面とが
なす角度よりも大きいことを特徴とする請求項１３乃至２０の何れか一項に記載のアクセ
サリ。
【請求項２２】
　前記第１の接点面は、前記アクセサリと前記撮像装置との通信に用いる端子であって、
前記第２の接点面は、前記撮像装置から前記アクセサリへの電源供給に用いる端子であっ
て、
　前記第３の接点面は、前記第２の接点面に対応したグランド端子であることを特徴とす
る請求項１３乃至２１の何れか一項に記載のアクセサリ。
【請求項２３】
　前記第２の接点面は、前記第１のマウントと前記第２のマウントとのバヨネット結合の
ための相対的な回転方向において、前記第１のマウント側に設けられた複数の接点ピンと
最初に接触する接点面であって、
　前記第３の接点面は、前記第１のマウントと前記第２のマウントとのバヨネット結合の
ための相対的な回転方向において、前記第１のマウント側に設けられた前記複数の接点ピ
ンと最後に接触する接点面であることを特徴とする請求項１３乃至２２の何れか一項に記
載のアクセサリ。
【請求項２４】
　前記アクセサリにバヨネット結合された状態の前記撮像装置の前記正位置において、前
記第２のマウント中心線を基準として前記第２のマウントを２つの領域に分けて、前記重
力方向が含まれる領域を下側その反対側の領域を上側とし、前記複数の接点面は、前記下
側の領域に含まれることを特徴とする請求項１３乃至２３の何れか一項に記載の撮像装置
。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、撮像装置およびアクセサリに関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、交換レンズ等のアクセサリ（カメラアクセサリ）は、デジタルカメラ（以下、単
にカメラと称す）などの撮像装置に装着された状態で、該カメラから電源の供給や、該カ
メラとの間で命令やデータ等の通信が可能であることが知られている。このような電源の
供給や通信を可能とするために、カメラとアクセサリの装着部であるマウントに、互いに
接触することで電気的な接続が可能な接点（端子）を複数設けることが知られている。
【０００３】
　また、カメラに対するアクセサリの装着（結合）は、カメラおよびアクセサリ双方のマ
ウントを相対回転させて、それぞれに設けられたバヨネット爪を互いに係合させる所謂バ
ヨネット結合方式を採用したマウントシステムが知られている。
【０００４】
　上述したようなマウントシステムを採用したカメラ、及びアクセサリは、それぞれが対
応する組み合わせが予め定められている。例えば、カメラにおけるフランジバックの長さ
に応じて、対応するアクセサリ（例えば交換レンズなど）が異なる。換言すると、カメラ
のフランジバックに対して、対応していないアクセサリも存在する。
【０００５】
　そして、カメラに対応していないアクセサリが装着された場合は不具合が生じる虞があ
る。例えば、所定のフランジバックを有するカメラに対応していない交換レンズが装着さ
れた場合、交換レンズを介して入射された被写体の光学像がカメラにおける撮像面で焦点
を結ぶことができないなどの不具合が生じる。したがって、互いに対応しない組み合せで
、カメラとアクセサリとが接続されることを制限する必要がある。
【０００６】
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　上述のように、フランジバックが互いに異なる組み合わせの撮像装置およびアクセサリ
としては、一般的に、撮像素子の前面にミラー機構を備えた所謂一眼レフ機と、ミラー機
構を有さない所謂ミラーレス機がある。特に、ミラーレス機についてはミラー機構を備え
る必要がないため、一眼レフ機と比較してフランジバックを短くでき、その分、撮像装置
の小型化が可能である。また、撮像装置およびアクセサリの高機能化および通信するデー
タ量の増加などにより、撮像装置およびアクセサリを電気的に接続する接点の数は増加す
る傾向にある。
【０００７】
　特許文献１には、ミラー機構を備えていない撮像装置において、カメラ側に設けられた
複数の接点ピンをカメラ側のマウントの中心線上に配さないようにする技術が提案されて
いる。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００８】
【特許文献１】特開２０１４－２１３４８号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００９】
　ここで、一般的に、各接点ピンは金属材料により形成されているため、各接点ピンから
露光開口の縁までの距離が近いと、接点ピンによる光の反射（内面反射）による光線が、
被写体の撮影に影響してフレアなどを生じる虞がある。
【００１０】
　しかしながら、上述した特許文献１に開示された技術では、被写体を撮像する際の、各
接点ピン（接点面）による光の内面反射の影響を低減するための、接点ピン（接点面）の
配置については言及されていない。
【００１１】
　本発明の目的は、被写体を撮像する際の、マウントの円周方向に配された複数の接点に
よる光の内面反射の影響を低減することである。
【課題を解決するための手段】
【００１２】
　上記目的を達成するために、本発明の撮像装置は、アクセサリに設けられた第１のマウ
ントとバヨネット結合できる第２のマウントを有する撮像装置であって、前記第２のマウ
ントは、前記第２のマウントが前記第１のマウントとバヨネット結合したときに前記第１
のマウントに設けられた複数の接点面と電気的に接続されるように前記第２のマウントの
円周方向に沿って配された、少なくとも４つ以上の偶数個である複数の接点ピンを有し、
正位置における前記撮像装置を前記第２のマウント側から見た場合に、前記第２のマウン
トの中心軸ら重力方向および当該重力方向とは反対方向に延びる線を第１のマウント中心
線とし、前記中心軸を通り前記第１のマウント中心線と略直交する線を第２のマウント中
心線とし、前記複数の接点ピンは、互いに隣り合う接点ピン同士の距離が異なる接点ピン
の組を含み、前記複数の接点ピンは、前記第２のマウントの径方向において、前記第１の
マウント中心線と重畳する第１の接点ピンを含み、前記複数の接点ピンは、前記第２のマ
ウントの円周方向における両端に位置し、前記第２のマウント中心線までの距離が略同一
である第２の接点ピンおよび第３の接点ピンを含むことを特徴とする。
【発明の効果】
【００１３】
　本発明によれば、被写体を撮像する際の、マウントの円周方向に配された複数の接点に
よる光の内面反射の影響を低減することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１４】
【図１】本発明の実施形態に係るカメラアクセサリおよび撮像装置のブロック図である。
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【図２】本発明の実施形態に係るカメラ本体１０と第１のレンズユニット１００の外観斜
視図である。
【図３】本発明の実施形態に係るカメラ本体１０と第１のレンズユニット１００の分解斜
視図である。
【図４】本発明の実施形態に係るカメラマウント２０１をカメラ本体１０の撮影者側（カ
メラ本体１０の背面側）から見た場合を例示的に説明する図である。
【図５】本発明の実施形態に係るカメラ本体１０の正位置におけるカメラ本体１０と第１
のレンズユニット１００のカメラ爪による係合を例示的に説明する図である。
【図６】本発明の実施形態に係るカメラ本体１０の縦位置におけるカメラ本体１０と第１
のレンズユニット１００のレンズ爪による係合を例示的に説明する図である。
【図７】本発明の実施形態に係るレンズマウント３０１を、カメラ本体１０に第１のレン
ズユニット１００が装着された状態で背面側（カメラ本体１０が取り付けられる側）から
見た場合を例示的に説明する図である。
【図８】本発明の実施形態に係るカメラマウント２０１を前面側（被写体）から見た外観
図である。
【図９】本発明の実施形態に係るレンズマウント３０１を、カメラマウント２０１が装着
される側（背面側）から見た外観図である。
【図１０】本発明の実施形態に係るカメラ本体１０と第１のレンズユニット１００におけ
る各端子同士の接触状態を例示的に説明する図である。
【図１１】カメラ本体１０に装着可能な第１の変換アダプタ４０および第２のレンズユニ
ット５０を説明する図である。
【図１２】カメラ本体６０に装着可能な第２の変換アダプタ７０および第１のレンズユニ
ット１００を説明する図である。
【図１３】第１の変換アダプタ４０の一方の端に設けられたカメラマウント４０１におけ
るバヨネット爪の設置角度を例示的に説明する図である。
【図１４】第１の変換アダプタ４０の他方の端に設けられたレンズマウント３０１におけ
るバヨネット爪の設置角度を例示的に説明する図である。
【図１５】互いに干渉する爪と凹部とを有する所定の撮像装置１０００と所定のレンズユ
ニット２０００との装着方法を例示的に説明する図である。
【図１６】本発明の実施形態に係るカメラマウント４０１側に対してレンズマウント３０
１側を装着しようとした際の、爪同士の干渉する様子を例示的に説明した図である。
【図１７】本発明の実施形態に係るレンズマウント３０１側およびカメラマウント４０１
側において、対応しない爪を凹部に挿入しようとする場合を例示的に説明する図である。
【図１８】第２の変換アダプタ７０の一方の端に設けられたカメラマウント２０１におけ
るバヨネット爪の設置角度を例示的に説明する図である。
【図１９】第２の変換アダプタ７０の他方の端に設けられたレンズマウント５０１におけ
るバヨネット爪の設置角度を例示的に説明する図である。
【図２０】本発明の実施形態に係るカメラマウント２０１側の基準となる凹部にレンズマ
ウント５０１側の基準となる爪を装着しようとした際の、爪同士の干渉する様子を例示的
に説明した図である。
【図２１】本発明の実施形態に係るカメラマウント２０１側の基準となる凹部にレンズマ
ウント５０１側の基準以外の爪を装着しようとした際の、爪同士の干渉する様子を例示的
に説明した図である。
【図２２】本発明の実施形態に係るカメラマウント４０１側とレンズマウント５０１側の
それぞれに設けられた爪部同士を係合させた状態を例示的に説明する図である。
【図２３】本発明の実施形態に係るカメラ本体１０の正面図を例示的に説明する図である
。
【図２４】本発明の実施形態に係るカメラマウント２０１の部分拡大図である。
【図２５】本発明の変形例に係るマウント機構５０００の分解斜視図である。
【図２６】本発明の変形例に係るマウント機構５０００の非結合状態について例示的に説



(7) JP 6743090 B2 2020.8.19

10

20

30

40

50

明する図である。
【図２７】本発明の変形例に係るマウント機構５０００の結合状態について例示的に説明
する図である。
【発明を実施するための形態】
【００１５】
　図１は、本発明の実施形態に係るカメラアクセサリおよび撮像装置のブロック図である
。図１（ａ）は、本発明の実施形態であるアクセサリとしての第１のレンズユニット（以
下、第１のレンズと称す）１００と、該第１のレンズ１００を直接着脱できる第１の撮像
装置としてのカメラ本体１０を含むカメラシステムを例示的に説明する図である。また、
図１（ｂ）は、第１のレンズ１００およびカメラ本体１０が有するマウント部１の構成を
説明する図である。なお、図１においては、第１のレンズ１００およびカメラ本体１０に
設けられたそれぞれのマウントの双方を総称してマウント部１と称す。第１のレンズ１０
０およびカメラ本体１０に設けられた各マウントについては後述する。
【００１６】
　図１（ａ）に図示するように、カメラ本体１０は、第１のレンズ１００の内部に設けら
れた撮影レンズ群１０１によって導かれた被写体の光学像を光電変換して電気信号を出力
するＣＭＯＳセンサ等の電荷蓄積型の固体撮像素子（以下、単にセンサと称す）１１を有
する。また、カメラ本体１０は、撮像センサ１１から出力されたアナログ電気信号をデジ
タル信号に変換するＡ／Ｄ変換部１２と、該デジタル信号に対する種々の各種画像処理を
行うことで映像信号を生成する画像処理部１３とを有する。画像処理部１３にて生成され
た映像信号（静止画像や動画像）は、表示部１４に表示可能、および記録媒体１５に記録
可能である。
【００１７】
　また、カメラ本体１０は、メモリ１６を有する。このメモリ１６は、映像信号に対する
処理を行う際のバッファとしての機能を果たすとともに、後述するカメラ制御部１８が用
いる動作プログラム（コンピュータプログラム）を格納する。
【００１８】
　また、カメラ本体１０は、電源のオン／オフを行うための電源スイッチ、映像信号の記
録を開始させる撮影スイッチ（レリーズスイッチ）および各種メニューの設定を行うため
の選択／設定スイッチ等を含むカメラ操作入力部１７を有する。また、カメラ本体１０は
、カメラ本体１０および第１のレンズ１００の動作を統括的に制御するマイクロプロセッ
サ（コンピュータとしてのＣＰＵ）を含むカメラ制御部１８を有する。カメラ制御部１８
は、例えば、カメラ操作入力部１７から入力された信号に基づき各種設定を行う、または
、マウント部１を介して第１のレンズ１００に備えられたレンズ制御部１０３との通信を
制御する。
【００１９】
　一方、第１のレンズ１００は、ズームレンズ、シフトレンズ、フォーカスレンズ等の複
数のレンズ群および絞りなどの光量調節部材を備えた光学部材である撮影レンズ群１０１
を有する。また、第１のレンズ１００は、当該複数のレンズ群や絞りなどの光学部材を移
動または動作させるアクチュエータを備えるとともに当該アクチュエータを駆動するレン
ズ駆動部１０２を有する。また、第１のレンズ１００は、第１のレンズ１００の動作を統
括的に制御するレンズ用のマイクロプロセッサ（ＬＣＰＵ）を含むレンズ制御部１０３を
有する。レンズ制御部１０３は、例えば、マウント部１を介してカメラ制御部１８との通
信を行うことでレンズ駆動部１０２を制御する。
【００２０】
　（マウント部１の基本構成）
　次に、図１（ｂ）を参照して、カメラ本体１０側に設けられたカメラマウント面Ａと第
１のレンズ１００側に設けられたアクセサリマウント面Ｂを含むマウント部１の構成につ
いて説明する。なお、カメラマウントおよびアクセサリマウントは、ロック機構、マウン
ト保持機構および複数の電気端子を含んでいる。各マウントの詳細については後述する。



(8) JP 6743090 B2 2020.8.19

10

20

30

40

50

【００２１】
　図１（ｂ）に図示するように、マウント部１は、カメラ本体１０と第１のレンズ１００
とを、互いに電気的に接続可能な複数の端子を備えている。当該複数の端子は、カメラマ
ウント面Ａにおいては、接点保持部材２０３に設けられた複数のカメラ側接点ピンとして
カメラ本体１０の外部に露出している。また、当該複数の端子は、アクセサリマウント面
Ｂにおいては、接点面保持部材３０３に設けられた複数のアクセサリ側接点面としてカメ
ラアクセサリ（例えば第１のレンズ１００）の外部に露出している。カメラ本体１０側お
よびカメラアクセサリ（例えば第１のレンズ１００）側の各接点ピンおよび接点面は、カ
メラ本体１０にカメラアクセサリが装着された状態で互いに対応する接点同士が電気的に
接続される。
【００２２】
　カメラ電源部１９は、装着されたカメラアクセサリに対して、ＶＤＤ端子を介して給電
するための電源、または電源切り替え部２０を介して第１通信用Ｉ／Ｆ部２１ａに供給す
るための電源として、通信制御用電源（ＶＤＤ）を生成する。また、カメラ電源部１９は
、装着されたカメラアクセサリに対してＶＢＡＴ端子を介して給電するための電源として
、駆動用電源（ＶＢＡＴ）を生成する。
【００２３】
　また、カメラ電源部１９は、カメラ制御部１８および第１通信用Ｉ／Ｆ部２１ａと第２
・第３通信用Ｉ／Ｆ部２１ｂへと供給するための電源として、３．３Ｖの電源を生成する
。また、カメラ電源部１０３は、電源切り替え部２０を介して第１通信用Ｉ／Ｆ部２１ａ
と第２・第３通信用Ｉ／Ｆ部２１ｂへ供給するための電源として、３．０Ｖの電源を生成
する。
【００２４】
　電源切り替え部２０は、カメラ電源部１９と接続されている。そして電源切り替え部２
０は、カメラ電源部１９で生成されたＶＤＤと３．０Ｖの電源のうちの何れか一方のみを
通信インターフェース用の電源Ｖｓとして第１通信用Ｉ／Ｆ部２１ａに対して供給する。
なお、電源電圧の切り替えは、カメラ制御部１８からの指示に従い実行される。
【００２５】
　次に、レンズ電源部１０４は、カメラ本体１０側から供給されたＶＤＤに基づいて、レ
ンズ制御部１０３、及び、レンズ側Ｉ／Ｆ部１０６へと供給するための電源電圧として３
．０Ｖの電源を生成する。
【００２６】
　また、第１のレンズ１００がカメラ本体１０に装着された状態で、第１のレンズ１００
側の駆動回路部１０５には、前述したカメラ電源部１９からＶＢＡＴ端子を介して駆動用
電源（ＶＢＡＴ）が供給される。
【００２７】
　なお、本実施形態ではレンズ制御部１０３とレンズ側Ｉ／Ｆ部１０６の電源電圧のレベ
ルを同一（３．０Ｖ）としているが、レンズ制御部１０３が示す電圧レベルは３．３Ｖと
に設定する構成であってもよい。この場合、レンズ側Ｉ／Ｆ部２０２に対して３．０Ｖと
３．３Ｖの電圧レベルの電源を供給する必要があるため、レンズ電源部１０４は、３．０
Ｖおよび３．３Ｖの電源を生成する。
【００２８】
　以降は、カメラマウント面Ａおよびアクセサリマウント面Ｂの双方に共通する各端子の
機能について説明する。ＶＤＤ端子２０３ａ、３０３ａは、主に通信制御に用いられる通
信電力としての通信制御用電源（ＶＤＤ）をカメラ本体１０からカメラアクセアクセサリ
（例えば第１のレンズ１００）に電源供給する端子である。なお、第１のレンズ１００に
対して供給する電源の電圧は５．０Ｖとするが、カメラ本体１０に装着されるアクセサリ
の種類に応じて供給電源の電圧は変化する。
【００２９】
　ＶＢＡＴ端子２０３ｂ、３０３ｂは、絞りやフォーカスレンズの駆動に用いるアクチュ
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エータの機械的な駆動部の動作に用いる駆動電力としての駆動用電源（ＶＢＡＴ）をカメ
ラ側からカメラアクセサリ側に電源供給する端子である。換言すると、ＶＢＡＴ端子２０
３ｂ、３０３ｂは、前述した通信電力以外の電源を供給するために用いる端子である。な
お、第１のレンズ１００に対して供給する駆動電力としての電源の電圧は４．２５Ｖとす
る。以上説明したＶＤＤ端子２０３ａ、３０３ａおよびＶＢＡＴ端子２０３ｂ、３０３ｂ
は、カメラ本体１０から例えばカメラアクセサリに電源を供給するための電源系端子であ
る。
【００３０】
　ＤＧＮＤ端子２０３ｍ、３０３ｍは、通信制御用電源ＶＤＤに対応した接地端子（ＧＮ
Ｄ端子）である。なお、本実施形態において接地とは、グランド端子の電圧のレベルを電
池などの電源の負極側と略同一のレベルにすることである。
【００３１】
　ＰＧＮＤ端子２０３ｄ、３０３ｄは、カメラ本体１０とカメラアクセサリ（例えば第１
のレンズ１００）側に設けられたモータ（アクチュエータ）等を含む機械的な駆動系とを
グラウンドレベルに接続するグランド端子である。すなわち、ＰＧＮＤ端子２０３ｄ、３
０３ｄは、駆動用電源ＶＢＡＴに対応した接地端子（ＧＮＤ端子）である。以上説明した
ＤＧＮＤ端子２０３ｍ、３０３ｍおよびＰＧＮＤ端子２０３ｄ、３０３ｄは、カメラ本体
１０とカメラアクセサリの各種電源系とをグランドレベルに接地するためのグランド端子
である。
【００３２】
　ＭＩＦ端子２０３ｅ、３０３ｅは、カメラ本体１０にカメラアクセサリ（例えば第１の
レンズ１００）が装着されたことを検出する端子である。本実施形態では、ＭＩＦ端子２
０３ｅ、３０３ｅは、カメラ本体１０に第１のレンズ１００が装着されたことを検出する
。
【００３３】
　カメラ制御部１８は、ＭＩＦ端子２０３ｅ、３０３ｅが示す電圧のレベルを検出するこ
とで、カメラ本体１０にカメラアクセサリが装着されたことや離脱されたことを検出する
。そして、カメラ制御部１８は、当該検出により、例えばカメラアクセサリの装着を検出
した後に、電源系端子への電源供給を開始し、カメラ本体１０とカメラアクセサリ間での
通信を開始するように制御する。
【００３４】
　ＴＹＰＥ端子２０３ｃ、３０３ｃは、カメラ本体１０に装着されたカメラアクセサリ（
例えば第１のレンズ１００）の種類を判別するための端子である。カメラ制御部１８は、
ＴＹＰＥ端子２０３ｃ、３０３ｃが示す信号の電圧の値を検出し、その値に基づいて、カ
メラ本体１０に装着されたカメラアクセサリの種類を判別する。なお、第１のレンズ１０
０は、所定の抵抗値でＤＧＮＤ端子にプルダウン接続される。また、前述した抵抗値はカ
メラアクセサリの種類に応じて異なる。
【００３５】
　次に、カメラ本体１０とカメラアクセサリとの間における各種通信用の端子について説
明する。なお、マウント部１に設けられた複数の通信端子は、複数の通信系（グループ）
に分かれており、各通信系は独立して通信を行うことが可能である。本実施形態では、Ｌ
ＣＬＫ端子２０３ｈ、３０３ｈ、ＤＣＬ端子２０３ｆ、３０３ｆ、ＤＬＣ端子２０３ｇ、
３０３ｇは、第１の通信を行う第１通信系とする。また、ＤＬＣ２端子２０３ｉ、３０３
ｉは、第１の通信系とは独立した第２の通信を行う第２通信系とする。さらに、ＣＳ端子
２０３ｋ、３０３ｋ、ＤＣＡ端子２０３ｊ、３０３ｊは、第１、第２の通信系とは独立し
た第３の通信を行う第３通信系とする。本実施形態では、カメラ制御部１８とレンズ制御
部１０３は、上述した複数の通信用端子を介して、それぞれ第１～３のそれぞれ独立した
通信を行うことができる。
【００３６】
　ＬＣＬＫ端子２０３ｈ、３０３ｈは、第１通信系の端子であり、カメラ本体１０からカ
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メラアクセサリ（例えば第１のレンズ１００）に出力される通信クロック信号用の端子、
および、アクセサリのビジー状態をカメラ本体１０が監視するための端子である。
【００３７】
　ＤＣＬ端子２０３ｆ、３０３ｆは、第１通信系の端子であり、カメラ本体１０とカメラ
アクセサリ（例えば第１のレンズ１００）との双方向の通信を行うための通信データ用の
端子である。
【００３８】
　ＤＬＣ端子２０３ｇ、３０３ｇは、第１通信系の端子であり、カメラアクセサリ（例え
ば第１のレンズ１００）からカメラ本体１０へと出力される通信データ用の端子である。
【００３９】
　上述した第１通信系に対応するＬＣＬＫ端子、ＤＣＬ端子、ＤＬＣ端子は、信号の出力
方式を所謂ＣＭＯＳ出力タイプとオープンタイプに切り替えることができる。なお、本実
施形態におけるＣＭＯＳ出力タイプとしては、電圧が示すＨ（Ｈｉｇｈ）とＬ（Ｌｏｗ）
の双方にスイッチ出力を有するものである。これに対して、オープンタイプとしては、Ｌ
側のみにスイッチ出力を有するものである。なお、本実施形態におけるオープンタイプは
所謂オープンドレインタイプを示すが、オープンコレクタタイプであってもよい。
【００４０】
　ＤＬＣ２端子２０３ｉ、３０３ｉは、第２通信系の端子であり、カメラアクセサリ（例
えば第１のレンズ１００）からカメラ本体１０へと出力される通信データ用の端子である
。
【００４１】
　ＤＣＡ端子２０３ｊ、３０３ｊは、第３通信系の端子であり、カメラ本体１０とカメラ
アクセサリ（例えば第１のレンズ１００）との双方向の通信を行うための通信データ用の
端子である。
【００４２】
　ＣＳ端子２０３ｋ、３０３ｋは、第３通信系の端子であり、カメラ本体１０とカメラア
クセサリ（例えば、第１のレンズ１００）との通信要求用の信号端子である。なお、本実
施形態において、カメラ本体１０に第１のレンズ１００が装着された場合に、第１～第３
通信系に対応する端子における通信電圧を３．０Ｖとする。
【００４３】
　（カメラマウントおよびアクセサリマウントの構成）
　以下、図２～３を参照して、本実施形態に係るカメラマウント２０１とレンズマウント
（アクセサリマウント）３０１の構成について説明する。なお、以降の説明では、撮像装
置側に設けられたマウントをカメラマウント、レンズユニット側に設けられたマウントを
レンズマウントと称する。さらに、後述する変換アダプタの各マウントについては、撮像
装置に装着される側をレンズマウント、レンズユニットに装着される側をカメラマウント
と称する。なお、後述する第２の変換アダプタ７０は、カメラ本体１０に設けられたカメ
ラマウント２０１と同一のカメラマウント１２０１を備えている。また、後述する第１の
変換アダプタ４０は、第１のレンズ１００に設けられたレンズマウント３０１と同一のレ
ンズマウント１３０１を備えている。
【００４４】
　図２は、本発明の実施形態に係るカメラ本体１０と第１のレンズ１００の外観斜視図で
ある。図２（ａ）は、カメラ本体１０に第１のレンズ１００が装着されている状態を示し
、図２（ｂ）は、カメラ本体１０から第１のレンズ１００が取り外された状態を示してい
る。
【００４５】
　図２に図示するように、カメラ本体１０と第１のレンズ１００は、それぞれ光軸に対し
て直交する方向に平行な当接面を備えたリング状のカメラマウント２０１とリング状のレ
ンズマウント３０１を有する。カメラマウント２０１およびレンズマウント３０１として
は、完全なリング状でなくてもよく、例えば、円弧形状であればよい。例えば、図２に図
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示するカメラマウント２０１のリング状の当接面の一部が切り欠かれていてもよい。なお
、本実施形態では、カメラマウント２０１の中心軸およびレンズマウント３０１の中心軸
は、それぞれ、カメラマント２０１またはレンズマウント３０１の光軸と一致する。なお
、光軸とマウントの中心軸が異なる構成であってもよい。このカメラマウント２０１とレ
ンズマウント３０１の基準面同士が互いに接触した状態で、非ロック位置からロック位置
へとカメラ本体１０および第１のレンズ１００を相対的に回転させることで、カメラ本体
１０に第１のレンズ１００が装着される。この詳細について後述する。
【００４６】
　図３は、本発明の実施形態に係るカメラ本体１０と第１のレンズ１００の分解斜視図で
ある。図３（ａ）はカメラ本体１０の分解斜視図を示し、図３（ｂ）は第１のレンズ１０
０の分解斜視図を示している。
【００４７】
　図３（ａ）に図示するように、第１の光軸（第１の中心軸）３０００は、カメラ本体１
０におけるカメラマウント２０１の中心を通過する光束を示す。また、図３（ｂ）に図示
するように、第２の光軸３００１は、レンズ１００によって導かれる被写体の光学像を示
す光束を例示的に説明する軸である。カメラ本体１０に第１のレンズ１００を装着した場
合、上述した第１の光軸３０００と第２の光軸３００１は略一致し、これらの光軸に対応
する光束が撮像センサ１１に入射・結像し、被写体像を撮像することができる。
【００４８】
　図３（ａ）に図示するように、ロックピン２０２は、カメラ本体１０とカメラアクセサ
リとの装着状態を規制（ロック）するための第１の規制部材（ロック部材）である。なお
、ロックピン２０２は、光軸３０００と平行な方向に向けて進退可能である。具体的に、
第１のレンズ１００がカメラ本体１０に装着された際に、ロックピン２０２がレンズマウ
ント３０１に設けられた第２の規制手段であるロック溝３０１ｚに入り込み、カメラ本体
１０に第１のレンズ１００が装着された状態をロックする。なお、ロックピン２０２に接
続されたロック解除部材（不図示）をユーザが操作することで、ロックピン２０２をロッ
ク溝３０１ｚから退避することで、カメラ本体１０に装着された第１のレンズ１００のロ
ックを解除することができる。なお、ロック解除部材を操作した状態で、第１のレンズ１
００とカメラ本体１０とを更に装着方向に向けて相対的に回転させた場合であっても、ロ
ック当接面３０１ｙ以降への回転は規制される（図７（ａ）参照）。
【００４９】
　接点保持部材２０３は、カメラ本体１０側に設けられた後述（図８を参照）の複数の接
点ピン（電気通信接点群）２０３ａ～２０３ｋ、２０３ｍを保持するための保持手段であ
る。なお、本実施形態では、説明のために、前述した各端子に対応する接点ピンおよび接
点面に、当該各端子と同一の部番を付している。
【００５０】
　カメラ本体部材２０４は、カメラ本体１０の各部を保持するカメラ筐体である。具体的
に、前述のカメラマウント２０１、接点保持部材２０３は、カメラマウント締結ビス２０
５ａ～２０５ｄおよび不図示の接点保持部材締結ビスにより、カメラ本体部材２０４に締
結されている。上述したカメラマウント締結ビス２０５ａ～２０５ｄは、カメラマウント
２０１において、後述の板バネ２０６ａ、２０６ｂ、２０６ｃがない位置に配されている
。また、カメラマウント締結ビス２０５ａ～２０５ｄは、カメラマウント２０１のレンズ
マウント３０１との当接面で露出している。なお、カメラ本体部材２０４は、前述した撮
像センサ１１を搭載した不図示の撮像ユニットや、不図示のシャッターユニットを保持し
ているが、説明を省略する。
【００５１】
　レンズマウント付勢部材２０６は、後述するレンズマウント３０１に設けられた複数の
バヨネット爪であるレンズ爪３０１ｄ～３０１ｆをカメラマウント２０１側に引き込む撮
像装置側の付勢手段である。具体的に、レンズマウント付勢部材２０６は、複数の板バネ
２０６ａ、２０６ｂ、２０６ｃを備え、第１のレンズ１００に設けられたバヨネット爪が



(12) JP 6743090 B2 2020.8.19

10

20

30

40

50

各板バネにより光軸方向に付勢される。なおレンズマウント付勢部材２０６は、カメラマ
ウント２０１とカメラ本体部材２０４の間に形成された空間において両者に挟持されてい
る。
【００５２】
　次に、図３（ｂ）に図示するように、前玉レンズ１０１ａ、および後玉レンズ１０１ｂ
は撮影レンズ群１０１を構成する光学部材である。なお、撮影レンズ群１０１は複数のレ
ンズを備えるが、本実施形態では説明を簡略化するために、被写体側の端に配置された前
玉レンズ１０１ａとカメラ本体１０側の端に配置された後玉レンズ１０１ｂのみを図示す
る。
【００５３】
　レンズ鏡筒３０２は、撮影レンズ群１０１を保持する保持部材である。なお、レンズマ
ウント３０１は、レンズマウント締結ビス３０４ａ～３０４ｄによりレンズ鏡筒３０２に
締結されている。なお、レンズマウント３０１のカメラマウント２０１との当接面におい
て、レンズマウント締結ビス３０４ａ～３０４ｄが露出している。
【００５４】
　接点面保持部材３０３は、後述（図９を参照）の第１のレンズ１００側に設けられた複
数の接点面（電気接点群）３０３ａ～３０３ｋ、３０３ｍを保持するための保持手段であ
る。接点面保持部材３０３は、レンズマウント３０１にレンズ接点部保持部締結ビス３０
５ａ、３０５ｂで締結されている。
【００５５】
　（カメラ本体１０側のバヨネット爪の構成）
　次に、図４～６を参照して、カメラ本体１０側のカメラマウント２０１に設けられた複
数のバヨネット爪について説明する。図４は、本発明の実施形態に係るカメラマウント２
０１をカメラ本体１０の撮影者側（カメラ本体１０の背面側）から見た場合を例示的に説
明する図である。図４（ａ）は、カメラマウント２０１の円周方向において、ロックピン
２０２を基準としたカメラマウント爪（以下、単にカメラ爪と称す）およびカメラマウン
ト凹部（以下、単にカメラ凹部と称す）が占める角度範囲を説明した図である。カメラマ
ウント２０１における凹部は、マウントの周方向において、爪部と爪部との間に位置した
切欠き部分である。したがって、マウントにおける凹部は、マウントの中心軸に対する径
方向において、爪部よりも外側に凹んでいる。なお、レンズ側における凹部は、マウント
の中心軸（光軸と平行）に対する径方向において、爪部よりも内側に凹んでいる。図４（
ｂ）は、カメラマウント２０１の円周方向において、複数のカメラ爪２０１ａ～２０１ｃ
が占める角度範囲を説明する図である。図４（ｃ）は図４（ｂ）に図示するＡ－Ａ´断面
における断面図である。
【００５６】
　なお、以降の説明では、カメラマウント側において内径方向に凹部から突出した凸部を
カメラ爪と称し、後述するレンズマウント（アクセサリマウント）側においては、外径方
向に凹部から突出した凸部をレンズマウント爪と称する。
【００５７】
　また、以降の説明では、カメラマウント２０１をカメラ本体１０の撮影者（カメラ本体
１０の背面）側から見た側を背面側と称し、その反対側を前面側（もしくはカメラアクセ
サリ側）と称する。以降の説明では、カメラマウント２０１を背面側から見た場合を基準
として説明をするが、カメラマウント２０１を前面側から見る場合は、以降の説明におけ
る角度や角度を規定する向き（時計周りなど）の規定は逆転するということに注意された
い。
【００５８】
　図４（ａ）、（ｂ）に図示するように、カメラマウント２０１には円周方向（内径方向
）に向かって、第１のカメラ爪２０１ａ、第２のカメラ爪２０１ｂ、第３のカメラ爪２０
１ｃが順に設けられている。なお、図４に図示するようにカメラマウント２０１を背面側
から見た場合、ロックピン２０２から最も離れた位置に設けられたカメラ爪が第１のカメ
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ラ爪２０１ａである。そして、第１のカメラ爪２０１ａから時計回りに第２のカメラ爪２
０１ｂ、第３のカメラ爪２０１ｃが順に連続的に設けられている。
【００５９】
　また、カメラマウント２０１には円周方向（内径方向）における各凹部が、第１のカメ
ラ凹部２０１ｄ、第２のカメラ凹部２０１ｅ、第３のカメラ凹部２０１ｆの順に連続的に
設けられている。なお、図４に図示するようにカメラマウント２０１を背面側から見た場
合、ロックピン２０２に最も近い位置に設けられた凹部が第２のカメラ凹部２０１ｅであ
る。そして、第２のカメラ凹部２０１ｅから時計回りに第３のカメラ凹部２０１ｆ、第１
のカメラ凹部２０１ｄが順に設けられている。
【００６０】
　また、図４（ｃ）に図示するように、カメラマウント２０１側には、カメラアクセサリ
が装着された際に、当該カメラアクセサリの光軸と平行な方向への移動を規制する嵌合部
２０１ｘがカメラマウント２０１の円周方向に設けられている。本実施形態では、カメラ
マウント２０１側において、嵌合部２０１ｘの光軸（カメラマウント２０１の中心軸と略
同一）と直交する方向における径（すなわち嵌合部２０１ｘの内径）をマウント径とする
。
【００６１】
　カメラ本体１０への第１のレンズ１００の装着は、まず、カメラ本体１０の各カメラ爪
が第１のレンズ１００の各レンズマウント凹部に挿入され、カメラ本体１０側の各カメラ
凹部に第１のレンズ１００側の各レンズマウント爪が挿入される。この状態を装着開始状
態（第１の状態）とする。なお、以降の説明では、アクセサリマウント凹部を単にアクセ
サリ凹部とし、アクセサリマウント爪を単にアクセサリ爪と称す。例えば、レンズマウン
ト３０１であれば、レンズ凹部およびレンズ爪とする。
【００６２】
　そして、装着開始状態からカメラマウント２０１とレンズマウント３０１とを相対回転
することで、各カメラ爪と各レンズ爪とが光軸と直交する径方向で係合し、前述したレン
ズマウント付勢部材２０６により各レンズ爪が付勢された状態へと移行する。そして、こ
の状態で、カメラ本体１０と第１のレンズ１００との相対的な位置関係は、前述したよう
にロックピン２０２がロック溝３０１ｚに嵌合したロック位置へと移行する。この状態を
装着完了状態（第２の状態）とする。なお、装着完了状態におけるカメラマウント２０１
とレンズマウント３０１とにおける対応する端子同士の接触が完了する。
【００６３】
　以上説明したように、カメラ爪およびアクセサリ爪は所謂バヨネット爪であって、上述
したように、カメラ爪とアクセサリ爪との係合による所謂バヨネット結合方式により、カ
メラ本体１０に対して第１のレンズ１００を装着可能（結合可能）な形状を備えている。
【００６４】
　なお、説明のために、カメラ爪２０１ａ、２０１ｂ、２０１ｃの円周方向における端部
のそれぞれを、第１の端部２０１ａ１、第２の端部２０１ａ２、第３の端部２０１ｂ１、
第４の端部２０１ｂ２、第５の端部２０１ｃ１、第６の端部２０１ｃ２と称する。それぞ
れの端部には、前述したようにカメラマウント２０１を背面側から見た場合に、第１のカ
メラ爪２０１ａから時計周りで順に部番を付す。
【００６５】
　図４（ａ）に図示するように、本実施形態では、各カメラ爪および各カメラ凹部の、カ
メラマウント２０１の円周方向に占める角度（角度範囲）を、以下のように規定する。第
１のカメラ爪２０１ａの角度θａ＝４８°、第２のカメラ爪２０１ｂの角度θｂ＝４０°
、第３のカメラ爪２０１ｃの角度θｃ＝９２°である。また、第１のカメラ凹部２０１ｄ
の角度は５７°、第２のカメラ凹部２０１ｅの角度は６６°、第３のカメラ凹部２０１ｆ
の角度は５７°である。ここで、爪（バヨネット爪）および凹部の角度範囲とは、各マウ
ントにおいて各バヨネット爪およびバヨネット爪を挿入可能な凹部（切欠き部分）が占め
る角度範囲を示している。例えば、カメラマウント２０１がリング状であれば、カメラマ
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ウント２０１全体（３６０°）に対して第１のカメラ爪２０１ａが占める角度範囲が４０
°となる。なお、マウントが完全なリング状ではない場合であっても、当該マウントをリ
ング状（３６０°）とみなして、爪および凹部の角度範囲を規定すればよい。
【００６６】
　また、カメラ本体１０の背面側からカメラ爪を見た場合に、カメラマウント２０１の円
周方向において各カメラ爪が配されるロックピン２０２の位置（基準位置と称す）を基準
とした時計回りの角度は以下のように規定する。第１のカメラ爪２０１ａは、基準位置を
起点に１６９°から２１７°の間に配置される。第２のカメラ爪２０１ｂは、基準位置を
起点に２７４°から３１４°の間に配置される。第３のカメラ爪２０１ｃは、基準位置を
起点に２０°から１１２°の間に配置される。
【００６７】
　ここで、本実施形態では、カメラマウント２０１を光軸方向から見た場合に、複数のバ
ヨネット爪のうち、第３のカメラ爪２０１ｃは、当該光軸と平行なカメラマウント２０１
の中心軸からカメラマウント２０１の垂直方向に延びる第１のカメラマウント中心線３０
０３がカメラマウント２０１の径方向で重畳する。なお、第１のカメラマウント中心線３
００３は、カメラマウント２０１を前面側から見てロックピン２０２が左側に位置するカ
メラ本体１０の正位置において、カメラマウント２０１の中心（光軸）から重力方向およ
び当該重力方向の反対に延びる線である。すなわち、第１のカメラマウント中心線３００
３は、カメラ本体１０の正位置において、光軸を通る鉛直線である。換言すると、第１の
カメラマウント中心線３００３は、カメラ本体１０を水平面においた際に、カメラマウン
ト２０１の中心を通り、カメラマウント２０１の中心軸と直交する垂線である。
【００６８】
　これに対して、カメラマウント２０１を前面側から見てロックピン２０２が上側に位置
するカメラ本体１０の縦位置において、カメラマウント２０１の中心（光軸）から重力方
向および当該重力方向の反対に延びる線を第２のカメラマウント中心線３００２とする。
すなわち、第２のレンズマウント中心線３００２は、カメラ本体１０の正位置において、
光軸を通る水平線である。
【００６９】
　この第２のカメラマウント中心線３００２は、カメラマウント２０１の径方向において
ロックピン２０２および第１のカメラ爪２０１ａと重畳する。なお、第１のカメラマウン
ト中心線３００３と第２のレンズマウント中心線３００２は互いに略直交する。
【００７０】
　図５は、本発明の実施形態に係るカメラ本体１０の正位置におけるカメラ本体１０と第
１のレンズ１００のカメラ爪による係合を例示的に説明する図である。図５（ａ）は、カ
メラ本体１０に第１のレンズ１００が装着された状態を前面側から見た図である。図５（
ｂ）は、図５（ａ）に示すＢ－Ｂ´断面に示すカメラ本体１０および第１のレンズ１００
の部分断面図である。なお、図５において、カメラ本体１０は前述した正位置に位置し、
この状態でカメラ本体部材２０４に設けられたカメラグリップ２０４ａが、カメラ本体１
０を前面側から見て左側に位置する。
【００７１】
　また、図６は、本発明の実施形態に係るカメラ本体１０の縦位置におけるカメラ本体１
０と第１のレンズ１００のバヨネット爪による係合を例示的に説明する図である。図６（
ａ）は、カメラ本体１０に第１のレンズ１００が装着された状態を前面側から見た図であ
る。図６（ｂ）は、図６（ａ）に示すＣ－Ｃ´断面に示すカメラ本体１０および第１のレ
ンズ１００の部分断面図である。なお、図６において、カメラ本体１０は前述した縦位置
に位置し、この状態でカメラグリップ２０４ａが、カメラ本体１０を前面側から見て上側
に位置する。
【００７２】
　一般的に、カメラに交換レンズを装着した場合、両者の寸法公差により、光軸と直交す
る方向において、カメラと交換レンズとの間に隙間が生じ、当該隙間に起因してカメラに
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対するレンズのガタつきが大きくなる。特に、バヨネット結合によりカメラと交換レンズ
とを結合する場合、レンズの円周方向において、バヨネット爪同士が係合する箇所から離
れた位置ほど上述したレンズのガタつきは大きくなる。また、交換レンズの自重により、
カメラに対して交換レンズは、重力方向へのガタつき（たわみ）が大きくなる。したがっ
て、カメラに対する交換レンズのガタつきが大きい場合に被写体を撮像すると、カメラの
光軸とレンズの光軸のずれに起因して、ユーザが意図しない不自然な画像が取得されてし
まう虞がある。
【００７３】
　そこで、本実施形態では、図５（ｂ）に図示するように、カメラ側のバヨネット爪の中
で最も広い角度を有する第３のカメラ爪２０１ｃが、カメラマウント２０１の径方向にお
いて第１のカメラマウント中心線３００３と重畳する。この構成により、カメラ本体１０
に第１のレンズ１００を装着した際に、第１のカメラマウント中心線３００３が第３のカ
メラ爪２０１ｃと後述する第３のレンズ爪３０１ｆとが係合する位置と重畳する。この場
合、例えば、撮像装置を操作する際に最も使用頻度が高い正位置において、カメラ本体１
０に装着された第１のレンズ１００などのカメラアクセサリの重力方向へのガタつき（た
わみ）を抑制することができる。上述した構成により、図５（ｂ）に示す隙間Δ１が大き
くなることを低減できるため、図５（ｂ）に示す矢印方向への第１のレンズ１００のカメ
ラ本体１０に対するガタつきを抑制することができる。
【００７４】
　また、本実施形態では、図６（ｂ）に図示するように、第１のカメラ爪２０１ａが、カ
メラマウント２０１の径方向において第２のカメラマウント中心線３００２と重畳する。
この構成により、カメラ本体１０に第１のレンズ１００を装着した際に、第２のカメラマ
ウント中心線３００２が第１のカメラ爪２０１ａと後述する第１のレンズ爪３０１ｄとが
係合する位置と重畳する。この場合、例えば、撮像装置の縦位置においても、カメラ本体
１０に装着された第１のレンズ１００などのカメラアクセサリの重力方向へのガタつき（
たわみ）を抑制することができる。上述した構成により、図６（ｂ）に示す隙間Δ２が大
きくなることを低減できるため、図６（ｂ）に示す矢印方向への第１のレンズ１００のカ
メラ本体１０に対するガタつきを抑制することができる。
【００７５】
　また、図４（ｂ）に図示するように、カメラマウント２０１の円周方向においてカメラ
本体１０が正位置に位置する場合に上側に位置する第３のカメラ爪２０１ｃの角度は、下
側に位置する第１の爪２０１ａと第２の爪２０１ｂの角度の和よりも大きい。より厳密に
いうと、カメラマウント２０１に設けられた各カメラ爪の円周方向における角度の総和は
、第２のカメラマウント中心線を基準として上側の方が下側よりも大きい。具体的に、角
度θｃと第２のカメラマウント中心線３００２よりも上側の第１のカメラ爪２０１ａの角
度θａ１の和は、角度θｂと第２のカメラマウント中心線３００２よりも下側の第１のカ
メラ爪２０１ａの角度θａ２の和よりも大きい。すなわち、
θｃ≧θａ＋θｂ・・・（１）
θａ１＋θｃ＞θａ２＋θｂ・・・（２）
という２つの式を満たすように、各カメラ爪および凹部の配置が決定されている。
【００７６】
　この構成により、最も使用頻度が高いカメラ本体１０の正位置において、カメラマウン
ト２０１の水平方向を示す第２のカメラマウント中心線３００２より上側（重力方向とは
反対側）におけるカメラ爪の強度を下側（重力方向）よりも高くすることができる。した
がって、本実施形態に係るカメラ本体１０は、第１のレンズ１００が装着された状態であ
って使用頻度が高いカメラ本体１０の正位置において、カメラ本体１０に対する第１のレ
ンズ１００の重力方向へのガタつき（たわみ）を低減することができる。また、本実施形
態に係るカメラ本体１０は、第１のレンズ１００が装着された状態であって使用頻度が高
いカメラ本体１０の正位置における、第１のレンズ１００の自重により各カメラ爪および
レンズ爪の変形を抑制することもできる。
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【００７７】
　（第１のレンズ１００側のバヨネット爪の構成）
　次に、図７を参照して、第１のレンズ１００側のレンズマウント３０１に設けられた複
数のレンズ爪（アクセサリ爪）について説明する。図７は、本発明の実施形態に係るレン
ズマウント３０１を、カメラ本体１０に第１のレンズ１００が装着された状態で背面側（
カメラ本体１０が取り付けられる側）から見た場合を例示的に説明する図である。図７（
ａ）は、レンズマウント３０１側における各爪部と凹部の円周方向における角度を例示的
に説明し、図７（ｂ）は、図７（ａ）に図示するＤ－Ｄ´断面図を示す。なお、以降の説
明では、図７に図示する状態でカメラ本体１０が正位置に位置するものとする。
【００７８】
　図７（ａ）に図示するように、レンズマウント３０１には円周方向（内径方向）に向か
って、第１のレンズ爪３０１ｄ、第２のレンズ爪３０１ｅ、第３のレンズ爪３０１ｆが順
に設けられている。なお、図７（ａ）に図示するようにレンズマウント３０１を背面側か
ら見た場合、ロック溝３０１ｚから最も離れた位置に設けられたレンズ爪が第１のレンズ
爪３０１ｄである。そして、第１のレンズ爪３０１ｄから時計回りに第２のレンズ爪３０
１ｅ、第３のレンズ爪３０１ｆが順に連続的に設けられている。
【００７９】
　また、レンズマウント３０１には円周方向（内径方向）における各凹部が、第１のレン
ズ凹部３０１ａ、第２のレンズ凹部３０１ｂ、第３のレンズ凹部３０１ｃの順に連続して
設けられている。なお、図７に図示するようにレンズマウント３０１を背面側から見た場
合、ロック溝３０１ｚに最も近い位置に設けられた凹部が第３のレンズ凹部３０１ｃであ
る。そして、第３のレンズ凹部３０１ｃから時計回りに第１のレンズ凹部３０１ａ、第２
のレンズ凹部３０１ｂが順に設けられている。
【００８０】
　また、図７（ｂ）に図示するように、レンズマウント３０１側には、撮像装置に装着さ
れた際に、当該撮像装置の光軸と平行な方向への移動を規制する嵌合部３０１ｘがレンズ
マウント３０１の円周方向に設けられている。本実施形態では、レンズマウント３０１側
において、嵌合部３０１ｘの光軸（レンズマウント３０１の中心軸と略同一）と直交する
方向における径（すなわち嵌合部３０１ｘの内径）をマウント径とする。
【００８１】
　なお、説明のために、レンズ爪３０１ｄ、３０１ｅ、３０１ｆの円周方向における端部
のそれぞれを、第１の端部３０１ｄ１、第２の端部３０１ｄ２、第３の端部３０１ｅ１、
第４の端部３０１ｅ２、第５の端部３０１ｆ１、第６の端部３０１ｆ２と称する。それぞ
れの端部には、前述したようにレンズマウント３０１を背面側から見た場合に、第１のレ
ンズ爪３０１ｄから時計周りで順に部番を付す。
【００８２】
　図７に図示するように、本実施形態では、各レンズ爪および各レンズ凹部の、レンズマ
ウント３０１の円周方向に占める角度（角度範囲）を、以下のように規定する。第１のレ
ンズ爪３０１ｄの角度θｄ＝５３°、第２のレンズ爪３０１ｅの角度θｅ＝６２°、第３
のレンズ爪３０１ｆの角度θｆ＝５３°である。また、第１のレンズ凹部３０１ａの角度
は５２°、第２のレンズ凹部３０１ｂの角度は４４°、第３のレンズ凹部３０１ｃの角度
は９６°である。
【００８３】
　また、背面側からレンズ爪を見た場合に、レンズマウント３０１の円周方向において各
レンズ爪が配されるロック溝３０１ｚの位置（基準位置と称す）を基準とした時計回りの
角度は以下のように規定する。第１のレンズ爪３０１ｄは、基準位置を起点に１５９°か
ら２１２°の間に配置される。第２のレンズ爪３０１ｅは、基準位置を起点に２５６°か
ら３１８°の間に配置される。第３のレンズ爪３０１ｆは、基準位置を起点に５４°から
１０７°の間に配置される。
【００８４】
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　本実施形態では、レンズマウント３０１を光軸方向から見た場合に、複数のバヨネット
爪のうち第２のレンズ爪３０１ｅが、レンズマウント３０１の垂直方向に延びる第１のレ
ンズマウント中心線３００５とレンズマウント３０１の径方向で重畳する。また、本実施
形態では、レンズマウント３０１を背面側および前面側から見た場合に、複数のバヨネッ
ト爪のうち第３のレンズ爪３０１ｆが、第１のレンズマウント中心線３００５とレンズマ
ウント３０１の径方向で重畳する。
【００８５】
　なお、第１のレンズマウント中心線３００５は、カメラ本体１０に第１のレンズ１００
が装着された際の正位置において、レンズマウント３０１の中心（光軸）から重力方向お
よび当該重力方向の反対に延びる線である。換言すると、第１のレンズマウント中心線３
００５は、第１のレンズ１００が装着されたカメラ本体１０を水平面においた際に、レン
ズマウント３０１の中心を通り、レンズマウント３０１の中心軸と直交する垂線である。
これに対して、カメラ本体１０に第１のレンズ１００が装着された際の縦位置において、
レンズマウント３０１の中心（光軸）から重力方向および当該重力方向の反対に延びる線
を第２のレンズマウント中心線３００６とする。この第２のレンズマウント中心線３００
６は、レンズマウント３０１の径方向においてロック溝３０１ｚおよび第１のレンズ爪３
０１ｄと重畳する。なお、第１のレンズマウント中心線３００５と第２のレンズマウント
中心線３００６は互いに直交する。
【００８６】
　本実施形態では、図７に図示するように、カメラ本体１０に第１のレンズ１００を装着
した際に、第２のレンズ爪３０１ｅと第３のレンズ爪３０１ｆが、レンズマウント３０１
の径方向において第１のレンズマウント中心線３００５と重畳する。この構成により、カ
メラ本体１０に第１のレンズ１００を装着した際に、第１のレンズマウント中心線３００
５が、レンズ爪とカメラ爪との係合箇所のうちの２箇所と重畳する。この場合、例えば、
撮像装置を操作する際に最も使用頻度が高い正位置において、カメラ本体１０に装着され
た第１のレンズ１００の重力方向へのガタつき（たわみ）を抑制することができる。
【００８７】
　また、本実施形態では、図７に図示するように、カメラ本体１０に第１のレンズ１００
を装着した際に、第１のレンズ爪３０１ｄが、レンズマウント３０１の径方向において第
２のレンズマウント中心線３００６と重畳する。この構成により、カメラ本体１０に第１
のレンズ１００を装着した際に、第２のレンズマウント中心線３００６が第１のレンズ爪
３０１ｄと第１のカメラ爪２０１ａとが係合する位置と重畳する。この場合、例えば、撮
像装置の縦位置においても、カメラ本体１０に装着された第１のレンズ１００の重力方向
へのガタつき（たわみ）を抑制することができる。
【００８８】
　また、上述したように、カメラ本体１０に第１のレンズ１００を装着した状態で、第２
のカメラマウント中心線３００２と第２のレンズマウント中心線３００６はロックピン２
０２およびロック溝３０１ｚとが嵌合するロック領域と重畳する。この構成により、カメ
ラ本体１０の縦位置においては、第１のカメラ爪２０１ａと第１のレンズ爪３０１ｄとの
係合箇所と前述したロック領域とが重力方向およびその反対方向に延びるマウント中心線
と重畳する。この構成により、例えば、撮像装置の縦位置において、カメラ本体１０に装
着された第１のレンズ１００の重力方向へのガタつき（たわみ）を更に効果的に抑制する
ことができる。
【００８９】
　（カメラ本体１０における接点ピンの構成）
　以下、図８を参照して、カメラ本体１０側に設けられた各接点ピンの構成について説明
する。図８は、本発明の実施形態に係るカメラマウント２０１を前面側（被写体）から見
た外観図である。図８（ａ）は、カメラマウント２０１を光軸方向から見た外観図であっ
て、図８（ｂ）は、カメラマウント２０１を上方から見た外観斜視図である。
【００９０】
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　図８（ａ）に図示するように、カメラマウント２０１の内側には、接点保持部材２０３
および、接点保持部材２０３に保持された接点ピン２０３ａ～２０３ｋ、２０３ｍがカメ
ラマウント２０１の周方向に沿って配されている。図８（ａ）では、各接点ピンが配され
ている配列線を配列線３００７として図示している。
【００９１】
　各接点ピン２０３ａ～２０３ｋ、２０３ｍは、光軸３０００と平行な方向に進退（突出
および引き込み）が可能な可動式のピンであり、後方から板バネ（不図示）により第１の
レンズ１００側に付勢されている。前述したように、各接点ピン２０３ａ～２０３ｋ、２
０３ｍは、それぞれ前述した各端子の機能を備え、説明のために各接点ピンに付す部番号
は前述した各端子と同一としている。
【００９２】
　図８（ｂ）に図示するように、接点ピン２０３ａ～２０３ｋ、２０３ｍのうち接点ピン
２０３ａ、２０３ｂ、２０３ｃ、２０３ｄの光軸３０００と平行な方向の（前面への）高
さは、他の接点ピンよりも高い。なお、本実施形態では、接点保持部材２０３の光軸方向
への突出量を異ならせることで上述の構成を実現しているが、接点保持部材２０３からの
各接点ピンの突出量を異ならせることで実現する構成を採用してもよい。
【００９３】
　一般的に、バヨネット結合方式を採用してカメラに対して交換レンズの着脱を行う場合
、カメラ側の接点ピンとレンズ側の接点面は互いに摺動する。例えば、カメラ側において
は、交換レンズの装着を完了するための回転方向の端に位置する接点ピン以外は、レンズ
側に設けられたいずれかの接点面と摺動する。したがって、カメラに対するカメラアクセ
サリの着脱回数が増えるほど接点ピンおよび接点面は摩耗してしまう。
【００９４】
　この問題は、端子の数が増えるほど顕著であり、接点ピンと接点面の摺動回数は増加す
る。そして、接点ピンおよび接点面の摩耗により、端子の接触インピーダンスが上昇する
ため電圧降下が大きくなり、電気回路の動作許容電圧範囲を下回ることで、例えば交換レ
ンズの誤動作が発生する虞がある。
【００９５】
　そこで、本実施形態では、接点ピンの摺動回数を低減するために、光軸３０００と平行
な方向において、上段および下段側でカメラ側の接点ピンと交換レンズ側の接点面との接
触高さを異ならせている。具体的に、接点保持部材２０３は光軸３０００と平行な方向に
段差を備えており、上段に接点ピン２０３ａ～２０３ｄ、下段に接点ピン２０３ｅ～２０
３ｋ、２０３ｍを有する構成とする。また、接点面保持部材３０３は光軸３００１と平行
な方向に段差を備えており、下段に接点面３０３ａ～３０３ｄ、上段に接点面３０３ｅ～
３０３ｋ、３０３ｍを有する構成とする。
【００９６】
　なお、カメラマウント２０１側における接点保持部材２０３の上段は、カメラ本体１０
に第１のレンズ１００が装着された際のカメラ本体１０の前面側（被写体側）すなわちレ
ンズマウント３０１が結合される側に突出した段である。また、接点保持部材２０３の下
段は、カメラ本体１０の背面側（撮像センサ１１側）に窪んだ段である。また、レンズマ
ウント３０１側における接点面保持部材３０３の上段は、カメラ本体１０に第１のレンズ
１００が装着された際のカメラ本体１０の背面側（撮像センサ１１側）すなわちカメラマ
ウント２０１が結合される側に突出した段である。また、接点面保持部材３０３の下段は
、カメラ本体１０の前面側（被写体側）に窪んだ段である。
【００９７】
　カメラマウント２０１にレンズマウント３０１が装着された場合、接点保持部材２０３
の上段側に設けられた各接点ピンと、接点面保持部材３０３の下段側に設けられた各接点
面との対応する端子同士が電気的に接続される。また、カメラマウント２０１にレンズマ
ウント３０１が装着された場合、接点保持部材２０３の下段側に設けられた各接点ピンと
、接点面保持部材３０３の上段側に設けられた各接点面との対応する端子同士が電気的に
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接続される。したがって、カメラマウント２０１側とレンズマウント３０１側の各端子保
持部の段差は、互いに係合可能な形状をしており、カメラマウント面Ａにレンズマウント
３０１を装着する際に、異なる段に設けられたカメラ側の接点ピンとレンズ側の接点面は
接触しない。
【００９８】
　この構成により、カメラ本体１０に対して第１のレンズ１００を装着開始状態から装着
完了状態まで相対的に回転する際に、接点ピン２０３ｅ～２０３ｋ、２０３ｍが、接点面
３０３ａ～３０３ｄと接触することはない。また、カメラ本体１０に対して第１のレンズ
１００を装着完了状態から装着開始状態まで相対的に回転する際も、接点ピン２０３ｅ～
２０３ｋ、２０３ｍが、接点面３０３ａ～３０３ｄと接触することはない。すなわち、上
述した構成により、カメラマウント２０１側およびレンズマウント３０１側の双方におけ
る接点ピンと接点面との摺動回数を低減することができる。
【００９９】
　なお、カメラ本体１０側の各接点ピンと第１のレンズ１００側の各接点面とは、カメラ
本体１０に対する第１のレンズ１００の装着開始状態では、何れも非接触状態となるため
、第１のレンズ１００の装着完了前における、端子間でのショートを防止できる。
【０１００】
　（第１のレンズ１００における接点面の構成）
　以下、図９を参照して、第１のレンズ１００側に設けられた各接点面の構成について説
明する。図９は、本発明の実施形態に係るレンズマウント３０１を、カメラマウント２０
１が装着される側（背面側）から見た外観図である。図９（ａ）は、レンズマウント３０
１を光軸方向から見た外観図であって、図９（ｂ）は、レンズマウント３０１を上方から
見た外観斜視図である。
【０１０１】
　図９（ａ）に図示するように、レンズマウント３０１の内側には、接点面保持部材３０
３および、接点面保持部材３０３に保持された接点面３０３ａ～３０３ｋ、３０３ｍがレ
ンズマウント３０１の周方向に沿って配されている。図９（ａ）では、各接点面が配され
ている配列線を配列線３００８として図示している。前述したように、各接点面３０３ａ
～３０３ｋ、３０３ｍは、それぞれ前述した各端子の機能を備え、説明のために各接点面
に付す部番号は前述した各端子と同一としている。
【０１０２】
　図９（ｂ）に図示するように、接点面３０３ａ～３０３ｋ、３０３ｍのうち、接点面３
０３ａ、３０３ｂ、３０３ｃ、３０３ｄの光軸３００１と平行な方向の高さは、他のピン
よりも低い。なお、本実施形態では、接点面保持部材３０３の光軸方向への突出量を異な
らせることで上述の構成を実現している。
【０１０３】
　以上説明した構成により、カメラ本体１０に対して第１のレンズ１００を装着開始状態
から装着完了状態まで相対的に回転する際に、接点面３０３ａ～３０３ｄが、接点ピン２
０３ｅ～２０３ｋ、２０３ｍと接触することはない。また、カメラ本体１０に対して第１
のレンズ１００を装着完了状態から装着開始状態まで相対的に回転する際も、接点面３０
３ａ～３０３ｄが、接点ピン２０３ｅ～２０３ｋ、２０３ｍと接触することはない。すな
わち、上述した構成により、カメラマウント２０１側およびレンズマウント３０１側の双
方における接点ピンと接点面との摺動回数を低減することができる。
【０１０４】
　また、図９（ｂ）に図示するように、接点面保持部材３０３には、第１のレンズ１００
をカメラ本体１０に装着する際に、対応する接点ピンを背面方向（撮像センサ１１側）に
引き込むための第１の誘い込み斜面３０３ｎおよび第２の誘い込み斜面３０３ｐを備える
。この構成により、カメラ本体１０側に設けられた各接点ピンの接点面保持部材３０３と
の接触圧が段階的に緩やかに変化するため、カメラ本体１０側に設けられた各接点ピンの
変形や摩耗を低減することができる。
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【０１０５】
　（カメラ本体１０への第１のレンズ１００の取り付け動作）
　次に、図１０を参照して、カメラ本体１０に第１のレンズ１００を装着する際の取り付
け動作について説明する。
【０１０６】
　図１０は、本発明の実施形態に係るカメラ本体１０と第１のレンズ１００における各端
子同士の接触状態を例示的に説明する図である。図１０（ａ）は、第１のレンズ１００の
カメラ本体１０への装着を開始した装着開始状態における各端子同士の接触状態を説明す
る図である。また、図１０（ｂ）は、第１のレンズ１００のカメラ本体１０への装着が完
了した装着完了状態における各端子同士の接触状態を説明する図である。なお、図１０（
ａ）に図示する状態では、光軸方向においてカメラマウント２０１側の接点ピン２０３ｍ
、２０３ｋがレンズマウント面Ｂ側の接点面３０３ａ、３０３ｂと重畳している。しかし
ながら、前述したように、接点保持部材２０３および接点面保持部材３０３の光軸と平行
な方向への高さを領域ごとに異ならせているため、図１０（ａ）に図示する状態では、何
れの接点ピンおよび接点面も接触しない。
【０１０７】
　図１０（ａ）に図示する状態から、矢印で示す方向（図１０（ａ）を参照）に向けて、
第１のレンズ１００をカメラ本体１０に対して略６０°回転させた状態が図１０（ｂ）に
図示する状態である。すなわち、本実施形態では、カメラ本体１０と第１のレンズ１００
とは、装着開始状態から装着完了状態への相対的な回転角度は略６０°である。なお、図
１０（ｂ）に図示する状態では、ロックピン２０２がロック溝３０１ｚに嵌合した（ロッ
クされた）状態である。
【０１０８】
　第１のレンズ１００をカメラ本体１０に対して略６０°回転させることで、第１のレン
ズ爪３０１ｄが第１のカメラ爪２０１ａの背面側（撮像センサ１１側）に引き込まれ、光
軸方向において互いに係合する。また、この状態、第２のレンズ爪３０１ｅが第２のカメ
ラ爪２０１ｂの背面側（撮像センサ１１側）に引き込まれ、光軸方向において互いに係合
する。また、この状態、第３のレンズ爪３０１ｆが第３のカメラ爪２０１ｃの背面側（撮
像センサ１１側）に引き込まれ、光軸方向において互いに係合する。さらに、第１のレン
ズ１００に設けられた各レンズ爪は、カメラマウント２０１側に設けられたレンズマウン
ト付勢部材２０６により、背面側に付勢されることでその位置が決定され、カメラ本体１
０と第１のレンズ１００とが結合される。
【０１０９】
　また、第１の誘い込み面３０３ｎおよび第２の誘い込み面３０３ｐにより、カメラ本体
１０側の各接点ピンが背面側（撮像センサ１１側）に押圧される。そして、カメラ本体１
０側の各接点ピンは、押圧された状態でレンズマウント３０１側の接点面３０３ａ～３０
３ｋ、３０３ｍの対応する箇所に接触しながら、装着完了状態においてそれぞれが対応す
る接点面と接触する。なお、この際、初めに接触を開始するのは、カメラマウント２０１
側に設けられた接点ピン２０３ｍとレンズマウント３０１側に設けられたレンズ接点面３
０３ｅである。
【０１１０】
　（変換アダプタの基本構成）
　次に、図１１～１２を参照して、前述したカメラ本体１０のカメラマウント２０１に装
着可能なカメラアクセサリである変換アダプタ（アダプタ装置）の基本構成について説明
する。
【０１１１】
　図１１は、カメラ本体１０に装着可能な第１の変換アダプタ４０および第２のレンズユ
ニット５０を説明する図である。図１１（ａ）は、カメラ本体１０に第１の変換アダプタ
４０を介して第２のレンズユニット５０が装着された状態の外観斜視図を示す。図１１（
ｂ）はカメラ本体１０、第１の変換アダプタ４０、第２のレンズユニット５０をそれぞれ



(21) JP 6743090 B2 2020.8.19

10

20

30

40

50

取り外した状態の外観斜視図を示す。なお、カメラ本体１０に対して第２のレンズユニッ
ト（以下、第２のレンズと称す）５０は、フランジバックが短いがカメラマウント２０１
と同一のマウント径を有するレンズマウント５０１を備えている。すなわち、第２のレン
ズ５０は、前述した第１のレンズ１００と同一のマウント径であるが、第１のレンズ１０
０とは異なり、カメラ本体１０への直接装着に対応していないカメラアクセサリである。
【０１１２】
　図１２は、カメラ本体６０に装着可能な第２の変換アダプタ７０および第１のレンズ１
００を説明する図である。図１２（ａ）はカメラ本体６０に第２の変換アダプタ７０を介
して第１のレンズ１００が装着された状態の外観斜視図を示し、図１２（ｂ）はカメラ本
体６０、第２の変換アダプタ７０、第１のレンズ１００をそれぞれ取り外した状態の外観
斜視図を示す。
【０１１３】
　ここで、フランジバックが短い撮像装置にフランジバックが長いレンズユニットが直接
装着されると、正確な位置に焦点が結ばれないなどの不具合が生じ、その際に被写体を撮
像することで不自然な画像が取得されてしまう。例えば、前述したカメラ本体１０にフラ
ンジバックが長い第２のレンズ５０が装着された場合に上述の問題が生じる。
【０１１４】
　同様に、フランジバックの長い撮像装置にフランジバックの短いレンズユニットが直接
装着された場合も、正確な位置に焦点が結ばれないなどの不具合が生じ、その際に被写体
を撮像することで不自然な画像が取得されてしまう。例えば、前述したカメラ本体１０よ
りもフランジバックが長い第２の撮像装置としてカメラ本体６０に、フランジバックが短
い第１のレンズ１００が装着された場合に上述の問題が生じる。
【０１１５】
　特に、カメラ本体１０およびカメラ本体６０と、第１のレンズ１００および第２のレン
ズ５０は同一のマウント径を有するため、どの撮像装置とレンズユニットとが直接装着に
対応したフランジバックを有するかを両者の外観からユーザが判断するのは困難である。
【０１１６】
　したがって、互いに対応しないフランジバックを有する撮像装置とレンズユニットとが
誤って直接装着されないように、所定の撮像装置には対応するレンズユニットのみが直接
接続可能であるのが好ましい。
【０１１７】
　また、対応しないレンズユニットを撮像装置に装着する場合、フランジバックを調整す
るには、両者の間に変換アダプタを介する必要がある。しかしながら、変換アダプタの一
方の側に撮像装置に装着された状態で、当該変換アダプタの他方の側に当該撮像装置への
直接接続に対応したレンズユニットが誤って装着されてしまうと、前述したように正確に
焦点が結ばれない虞がある。したがって、変換アダプタの一方の側と他方の側ではそれぞ
れ装着可能な撮像装置およびカメラアクセサリを制限する構成を備えることが望ましい。
【０１１８】
　具体的に、フランジバックが短い撮像装置にフランジバックが長いレンズユニットを装
着する場合、一方の端側が当該撮像装置のみに装着可能であって、他方の端側が当該レン
ズユニットのみに装着可能な変換アダプタが好ましい。また、フランジバックが長い撮像
装置にフランジバックが短いレンズユニットを装着する場合、一方の端側が当該撮像装置
のみに装着可能であって、他方の端側が当該レンズユニットのみに装着可能な変換アダプ
タが望ましい。
【０１１９】
　第１の変換アダプタ４０には、光軸方向における一方の端側に、レンズマウント１３０
１がアダプタ鏡筒４０ａに対して締結ビス（不図示）で取り付けられている。このレンズ
マウント１３０１は、前述したカメラ本体１０に設けられたカメラマウント２０１に着脱
できるアクセサリマウントである。
【０１２０】
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　また、第１の変換アダプタ４０の光軸方向における他方の端側には、カメラマウント１
４０１がアダプタ鏡筒４０ａに対して締結ビス（不図示）によって取り付けられている。
このカメラマウント１４０１は、第２のレンズ５０のレンズマウント５０１に着脱できる
カメラマウントである。なお、第１の変換アダプタ４０のカメラマウント１４０１は、第
２のレンズ５０におけるフランジバックに対応した位置にカメラ本体１０の撮像センサ１
１の撮像面が位置するように取り付けられている。
【０１２１】
　第２の変換アダプタ７０には、光軸方向における一方の端側に、レンズマウント１５０
１がアダプタ鏡筒７０ａに対して締結ビス（不図示）によって取り付けられている。この
レンズマウント１５０１は、カメラ本体６０に設けられたカメラマウント４０１に着脱で
きるアクセサリマウントである。
【０１２２】
　また、第２の変換アダプタ７０には、光軸方向における他方の端側に、カメラマウント
１２０１がアダプタ鏡筒７０ａに対して締結ビス（不図示）によって取り付けられている
。このカメラマウント１２０１は、前述したように、第１のレンズ１００のレンズマウン
ト３０１を着脱できるカメラマウントである。以上説明したように、同一のマウントを備
える部材としては、カメラ本体１０のカメラマウント２０１と第２の変換アダプタ７０の
カメラマウント１２０１、第１のレンズ１００のレンズマウント３０１と第１の変換アダ
プタ４０のレンズマウント１３０１、カメラ本体６０のカメラマウント４０１と第１の変
換アダプタのカメラマウント１４０１、第２のレンズ５０のレンズマウント５０１と第２
の変換アダプタ７０のレンズマウント１５０１である。したがって、以降の説明では、同
一のマウントのそれぞれは同一の構成を有しているものとして、重複する説明を省略する
。
【０１２３】
　なお、第２の変換アダプタ７０には、光軸方向におけるアダプタ鏡筒７０ａとレンズマ
ウント１５０１の間に、第１の光学部材７０１ａ、第２の光学部材７０１ｂが設けられて
いる。この第１の光学部材７０１ａ、第２の光学部材７０１ｂにより、第２の変換アダプ
タ７０は、カメラ本体６０に配された撮像センサの撮像面に合わせて第１のレンズ１００
のフランジバックの長さを延長することができる。なお、光学部材は便宜上２つのレンズ
としたが、これに限定されるものではない。
【０１２４】
　（第１の変換アダプタ４０の構成）
　次に、図１３～図１７を参照して、第１の変換アダプタ４０のカメラマウントおよびレ
ンズマウントの円周方向における、バヨネット爪が配設されている角度（位相）について
説明する。なお、以降に説明するレンズマウント１３０１の説明は、レンズマウント３０
１についての説明と同義である。また、以降に説明するカメラマウント１４０１の説明は
、カメラマウント４０１についての説明と同義である。
【０１２５】
　図１３は、第１の変換アダプタ４０の一方の端に設けられたカメラマウント１４０１に
おけるバヨネット爪の設置角度を例示的に説明する図である。図１３（ａ）は、背面側（
カメラ本体１０側）から見た、カメラマウント１４０１の円周方向において、ロックピン
１４０１ｚを基準としたカメラ爪およびカメラ凹部が占める角度範囲を説明した図である
。図１３（ｂ）は、背面側（カメラ本体１０側）から見た、カメラマウント１４０１の円
周方向において、複数のカメラ爪１４０１ａ～１４０１ｃが占める角度範囲を説明する図
である。図１３（ｃ）は、図１３（ｂ）に図示するＥ－Ｅ´断面の断面図を示す。
【０１２６】
　第１の変換アダプタ４０は、フランジバックが短いカメラ本体１０にフランジバックが
長い第２のレンズ５０を装着するのに用いるマウントアダプタである。したがって、第１
の変換アダプタ４０としては、レンズマウント１３０１にフランジバックが長いカメラ本
体６０に直接装着できず、カメラマウント１４０１にフランジバックが短い第１のレンズ
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１００が直接装着できないような構成が望ましい。該構成により、第１の変換アダプタ４
０における一方の端（第１の端）側に設けられたレンズマウント１３０１と、他方の端（
第２の端）側に設けられたカメラマウント１４０１とがそれぞれ直接装着できないような
爪および凹部の位置関係を満たすことができる。
【０１２７】
　カメラマウント１４０１には円周方向（内径方向）に向かって、第１のカメラ爪１４０
１ａ、第２のカメラ爪１４０１ｂ、第３のカメラ爪１４０１ｃが順に設けられている。な
お、図１３（ａ）に図示するようにカメラマウント１４０１を背面側から見た場合、ロッ
クピン１４０１ｚから最も離れた位置に設けられたカメラ爪が第１のカメラ爪１４０１ａ
である。そして、第１のカメラ爪１４０１ａから時計回りに第２のカメラ爪１４０１ｂ、
第３のカメラ爪１４０１ｃが順に設けられている。
【０１２８】
　また、カメラマウント１４０１には円周方向（内径方向）に向かって、第１のカメラ凹
部１４０１ｄ、第２のカメラ凹部１４０１ｅ、第３のカメラ凹部１４０１ｆが順に設けら
れている。なお、図１３（ａ）に図示するようにカメラマウント１４０１を背面側から見
た場合、ロックピン１４０１ｚに最も近い位置に設けられた凹部が第２のカメラ凹部１４
０１ｅである。そして、第２のカメラ凹部４０１ｅから時計回りに第３のカメラ凹部１４
０１ｆ、第１のカメラ凹部１４０１ｄが順に設けられている。
【０１２９】
　また、図１３（ｃ）に図示するように、カメラマウント４０１側には、カメラアクセサ
リが装着された際に、当該カメラアクセサリの光軸と平行な方向への移動を規制する嵌合
部４０１ｘがカメラマウント４０１の円周方向に設けられている。本実施形態では、カメ
ラマウント４０１側において、嵌合部４０１ｘの光軸（カメラマウント４０１の中心軸と
略同一）と直交する方向における径（すなわち嵌合部４０１ｘの内径）をマウント径とす
る。
【０１３０】
　なお、第１の変換アダプタ４０と第２のレンズ５０とのバヨネット結合の仕方は、前述
したカメラ本体１０と第１のレンズ１００とのバヨネット結合の仕方と略同一なので説明
は省略する。
【０１３１】
　また、説明のために、カメラ爪１４０１ａ、１４０１ｂ、１４０１ｃの円周方向におけ
る端部のそれぞれを、第１の端部１４０１ａ１、第２の端部１４０１ａ２、第３の端部１
４０１ｂ１、第４の端部１４０１ｂ２、第５の端部１４０１ｃ１、第６の端部１４０１ｃ
２と称する。それぞれの端部には、前述したようにカメラマウント１４０１を背面側から
見た場合に、第１のカメラ爪１４０１ａから時計周りで順に部番を付す。
【０１３２】
　図１３（ａ）に図示するように、本実施形態における第１の変換アダプタ４０において
、各カメラ爪および各カメラ凹部の、カメラマウント１４０１の円周方向に占める角度（
角度範囲）を、以下のように規定する。第１のカメラ爪１４０１ａの角度θ１＝５６°、
第２のカメラ爪１４０１ｂの角度θ２＝６２°、第３のカメラ爪１４０１ｃの角度θ３＝
６２°である。また、第１のカメラ凹部１４０１ｄの角度は５７°、第２のカメラ凹部１
４０１ｅの角度は６６°、第３のカメラ凹部１４０１ｆの角度は５７°である。すなわち
、カメラマウント１４０１は、前述したカメラ本体１０のカメラマウント２０１に対して
、各カメラ爪の角度は異なるが、各カメラ凹部の角度は同一である。
【０１３３】
　また、変換アダプタ４０を背面側からカメラ爪を見た場合、カメラマウント１４０１の
円周方向において各カメラ爪が配されるロックピン１４０１ｚの位置（基準位置と称す）
を基準とした時計回りの角度は以下のように規定する。第１のカメラ爪１４０１ａは、基
準位置を起点に１５９°から２１５°の間に配置される。第２のカメラ爪１４０１ｂは、
基準位置を起点に２７２°から３３４°の間に配置される。第３のカメラ爪１４０１ｃは
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、基準位置を起点に４０°から１０２°の間に配置される。
【０１３４】
　次に、図１４は、第１の変換アダプタ４０の他方の端に設けられたレンズマウント１３
０１におけるバヨネット爪の設置角度を例示的に説明する図である。図１４（ａ）は、背
面側から見た、レンズマウント１３０１の円周方向において、ロックピン１３０１ｚを基
準としたレンズ爪およびレンズ凹部が占める角度範囲を説明した図である。図１４（ｂ）
は、背面側から見た、レンズマウント１３０１の円周方向において、複数のレンズ凹部１
３０１ａ～１３０１ｃが占める角度範囲を説明する図である。
【０１３５】
　図１４（ｂ）に図示するように、各レンズ凹部の、レンズマウント１３０１の円周方向
に占める角度（角度範囲）は、第１のレンズ凹部１３０１ａの角度をθ４、第２のレンズ
凹部１３０１ｂの角度をθ５とする。なお、第１の変換アダプタ４０のレンズマウント１
３０１における各爪および凹部の設置角度は、前述した第１のレンズ１００のレンズマウ
ント３０１と同様なので説明は省略する。
【０１３６】
　第１の変換アダプタ４０に設けられたレンズマウント１３０１とカメラマウント１４０
１との各爪と凹部の円周方向における角度を比較する。例えば、レンズマウント１３０１
側において、最小の角度を有する第２のレンズ凹部１３０１ｂの角度θ５は４４°であり
、これに対して、カメラマウント１４０１側において、最小の角度を有する第１のカメラ
爪１４０１ａの角度θ１は５６°である。すなわち、レンズマウント１３０１側における
最も小さい角度を有する凹部よりもカメラマウント１４０１側における最も小さい角度を
有する爪の方が大きい（θ５＜θ１）。この場合、レンズマウント１３０１側の凹部とカ
メラマウント１４０１側の爪のうち、少なくとも１つ以上のレンズ凹部とカメラ爪同士は
互いに干渉する。したがって、カメラマウント１４０１側とレンズマウント１３０１側の
光軸同士が略平行となるようにカメラ本体にレンズユニットを装着しようとしても、爪と
凹部とが干渉するため、カメラ本体に対してレンズユニットを装着することはできない。
【０１３７】
　しかしながら、１つの爪と凹部とが互いに干渉しているだけでは、レンズマウント側の
各凹部にカメラマウント側の各爪を挿入可能となる場合がある。図１５は、互いに干渉す
る爪と凹部とを有する所定の撮像装置１０００と所定のレンズユニット２０００との装着
方法を例示的に説明する図である。図１５（ａ）は、互いに干渉する爪と凹部とを有する
所定の撮像装置に所定のレンズユニットを装着する途中の正面図を例示的に説明する図で
ある。図１５（ｂ）は、図１５（ａ）に図示するＦ－Ｆ´断面の断面図である。
【０１３８】
　例えば、図１５（ａ）、（ｂ）に図示するように、カメラマウント側の光軸に対してレ
ンズマウント側の光軸を斜めに傾けた状態で、カメラ爪の一端をレンズ凹部に挿入し、そ
の状態からレンズマウントとカメラマウントとを相対的に回転させる。この場合、本来は
互いに干渉するカメラ爪とレンズ凹部であっても、レンズマウントとカメラマウントとの
相対回転途中で互いの干渉が解消されて、当該レンズ凹部にカメラ爪が挿入された状態へ
と遷移可能である。この場合、他のカメラ爪とレンズ凹部とが干渉していなければ、カメ
ラ本体に対してレンズユニットを装着可能である。
【０１３９】
　そこで、本実施形態では、基準となるレンズ爪に隣り合う所定のレンズ凹部の角度が、
基準となるカメラ凹部に隣り合う２つのカメラ爪の角度よりも小さくなるように、レンズ
マウント１３０１側とカメラマウント１４０１側における各爪と凹部を配する。
【０１４０】
　具体的に本実施形態では、第１のレンズ爪１３０１ｄに隣り合う第１のレンズ凹部１３
０１ａと第２のレンズ凹部１３０１ｂの角度θ４、θ５が、第１のカメラ凹部１４０１ｄ
に隣り合う第１のカメラ爪１４０１ａと第２の爪１４０１ｂの角度θ１、θ２よりも小さ
い。すなわち、θ４（５２°）がθ１（５６°）より小さく、θ５（４４°）がθ２（６
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２°）よりも小さい（θ４＜θ１、θ５＜θ２）。
【０１４１】
　したがって、図１６に図示するように、第１のレンズ爪１３０１ｄ（３０１ｄ）を第１
のカメラ凹部の４０１ｄ（１４０１ｄ）に挿入させようとしても、第２のレンズ爪１３０
１ｅ（３０１ｅ）が第２のカメラ爪４０１ｂ（１４０１ｂ）と、第３のレンズ爪１３０１
ｆ（３０１ｆ）が第１のカメラ爪４０１ａ（１４０１ａ）とが確実に干渉する。
【０１４２】
　図１６は、本発明の実施形態に係るカメラマウント１４０１（４０１）側に対してレン
ズマウント３０１（１３０１）側を装着しようとした際の、爪同士の干渉する様子を例示
的に説明した図である。図１６（ａ）は、第３のレンズ爪１３０１ｆ（３０１ｆ）と第１
のカメラ爪４０１ａ（１４０１ａ）とが干渉する様子を示し、図１６（ｂ）は、第２のレ
ンズ爪１３０１ｅ（３０１ｅ）と第２のカメラ爪４０１ｂ（１４０１ｂ）とが干渉する様
子を示している。
【０１４３】
　以上説明したように、本実施形態では、対応しないレンズユニットと撮像装置の各マウ
ント部における各爪のうち、互いの２つの爪同士が干渉するように、対応しないレンズユ
ニットと撮像装置、および変換アダプタの各マウント部を構成する。この構成により、対
応しないレンズユニットが撮像装置に誤装着される、あるいは、変換アダプタの両端に設
けられた各マウント部に対応しないレンズユニットおよび撮像装置が誤装着されるリスク
を低減することができる。
【０１４４】
　しかしながら、上記の条件を満たす場合であっても、例えば、３つの爪を対応しない凹
部に挿入しようとした場合に、各爪および凹部の角度によっては、２つの爪が凹部に挿入
されてしまう場合がある。
【０１４５】
　そこで本実施形態では、さらに、少なくとも２つの隣り合うレンズ凹部の角度が、全て
のカメラ爪の角度よりも小さい構成とする。具体的に、本実施形態では、第１のレンズ凹
部１３０１ａと第２のレンズ凹部１３０１ｂの円周方向における角度θ４、θ５が、第１
～第３のカメラ爪部１４０１ａ～１４０１ｃの円周方向における角度θ１～θ３よりも小
さい。すなわち、本実施形態におけるレンズマウント１３０１側とカメラマウント１４０
１側の各爪および各凹部の関係は、θ４＜θ１、θ４＜θ２、θ４＜θ３、θ５＜θ１、
θ５＜θ２、θ５＜θ３を満たす。
【０１４６】
　図１７は、本発明の実施形態に係るレンズマウント１３０１側およびカメラマウント１
４０１側において、対応しない爪を凹部に挿入しようとする場合を例示的に説明する図で
ある。図１７（ａ）は第１のレンズ爪１３０１ｄ（３０１ｄ）を第３のカメラ凹部４０１
ｆ（１４０１ｆ）に挿入しようとする場合の、第３のレンズ爪１３０１ｆ（３０１ｆ）と
第３のカメラ爪４０１ｃ（１４０１ｃ）とが干渉する様子を示している。また、図１７（
ｂ）は第１のレンズ爪１３０１ｄ（３０１ｄ）を第３のカメラ凹部４０１ｆ（１４０１ｆ
）に挿入しようとする場合の、第２のレンズ爪１３０１ｅ（３０１ｅ）と第１のカメラ爪
４０１ａ（１４０１ａ）とが干渉する様子を示している。また、図１７（ｃ）は第１のレ
ンズ爪１３０１ｄ（３０１ｄ）を第２のカメラ凹部４０１ｅ（１４０１ｅ）に挿入しよう
とする場合の、第３のレンズ爪１３０１ｆ（３０１ｆ）と第２のカメラ爪４０１ｂ（４０
１ｂ）とが干渉する様子を示している。また、図１７（ｄ）は第１のレンズ爪１３０１ｄ
（３０１ｄ）を第２のカメラ凹部４０１ｅ（１４０１ｅ）に挿入しようとする場合の、第
２のレンズ爪１３０１ｅ（３０１ｅ）と第３のカメラ爪４０１ｃ（１４０１ｃ）とが干渉
する様子を示している。
【０１４７】
　図１７（ａ）～（ｄ）に図示するように、本実施形態では、レンズマウント１３０１と
カメラマウント１４０１の相対的な回転角度に依らずに、少なくとも２箇所のレンズ爪と
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カメラ爪同士が干渉する。この構成により、レンズマウント３０１およびレンズマウント
１３０１を備えたレンズユニットおよび変換アダプタが、カメラマウント４０１およびカ
メラマウント１４０１を備えた撮像装置および変換アダプタに誤装着されることをより効
果的に防止することができる。
【０１４８】
　（第２の変換アダプタ７０の構成）
　次に、図１８～２１を参照して、第２の変換アダプタ７０のカメラマウントおよびレン
ズマウントの円周方向における、バヨネット爪が配設されている角度（位相）について説
明する。なお、以降に説明するカメラマウント１２０１の説明は、カメラマウント２０１
についての説明と同義である。また、以降に説明するレンズマウント１５０１の説明は、
レンズマウント５０１についての説明と同義である。
【０１４９】
　第２の変換アダプタ７０は、フランジバックが長いカメラ本体６０にフランジバックが
短い第１のレンズ１００を装着するのに用いるマウントアダプタである。第２の変換アダ
プタ７０の一方の端（第３の端）側にはレンズマウント１５０１が設けられ、他方の端（
第４の端）側にはカメラマウント１２０１が設けられている。なお、第２の変換アダプタ
７０のカメラマウント１２０１は、前述した第１の撮像装置であるカメラ本体１０のカメ
ラマウント２０１と同一の構成を備える。また、第２の変換アダプタ７０のレンズマウン
ト１５０１は、前述した第２のレンズ５０のレンズマウント５０１と同一の構成を備える
。
【０１５０】
　したがって、第２の変換アダプタ７０としては、レンズマウント１５０１にフランジバ
ックが短いカメラ本体１０に直接装着できず、カメラマウント１２０１にフランジバック
が長い第２のレンズ５０が直接装着できないような構成が望ましい。該構成は、第２の変
換アダプタ７０における一方の端（第３の端）側に設けられたレンズマウント１５０１と
、他方の端（第４の端）側に設けられたカメラマウント１２０１とがそれぞれ直接装着で
きないような爪および凹部の位置関係を満たすことで実現できる。
【０１５１】
　図１８は、第２の変換アダプタ７０の一方の端に設けられたカメラマウント１２０１に
おけるバヨネット爪の設置角度を例示的に説明する図である。図１８（ａ）は、背面側か
ら見た、カメラマウント１２０１の円周方向において、ロックピン１２０２を基準とした
カメラ爪およびカメラ凹部が占める角度範囲を説明した図である。図１８（ｂ）は、背面
側から見た、カメラマウント１２０１の円周方向において、複数のカメラ爪１２０１ａ～
１２０１ｃに関して各爪が設けられている角度範囲を説明する図である。なお、第２の変
換アダプタ７０のカメラマウント１２０１における各爪および凹部の設置角度は、前述し
たカメラ本体１０のカメラマウント２０１と同様なので説明は省略する。
【０１５２】
　図１８（ｂ）に図示するように、カメラマウント１２０１の円周方向において、第３の
カメラ爪１２０１ｃの第６の端１２０１ｃ２から第１のカメラ爪１２０１ａを含み第２の
カメラ爪１２０１ｂの第３の端１２０１ｂ１までの角度をθ６（１６２°）とする。また
、カメラマウント１２０１の円周方向において、第１のカメラ爪１２０１ａの第２の端１
２０１ａ２から第２のカメラ爪１２０１ｂを含み第３のカメラ爪１２０１ｃの第５の端１
２０１ｃ１までの角度をθ７（１６３°）とする。また、カメラマウント１２０１の円周
方向において、第２のカメラ爪１２０１ｂの第４の端１２０１ｂ２から第３のカメラ爪１
２０１ｃを含み第１のカメラ爪１２０１ａの第１の端１２０１ａ１までの角度をθ８（２
１５°）とする。
【０１５３】
　次に、図１９は、第２の変換アダプタ７０の他方の端に設けられたレンズマウント１５
０１におけるバヨネット爪の設置角度を例示的に説明する図である。図１９（ａ）は、背
面側から見た、レンズマウント１５０１の円周方向において、ロックピン１５０１ｚを基
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準としたレンズ爪およびレンズ凹部が占める角度範囲を説明した図である。図１９（ｂ）
は、背面側から見た、レンズマウント１５０１の円周方向において、複数のレンズ凹部１
５０１ａ～１５０１ｃに関して各凹部が設けられている角度範囲を説明する図である。図
１９（ｃ）は、図１９（ｂ）に図示するＧ－Ｇ´断面の断面図を示す。
【０１５４】
　レンズマウント１５０１には円周方向（内径方向）に向かって、第１のレンズ爪１５０
１ｄ、第２のレンズ爪１５０１ｅ、第３のレンズ爪１５０１ｆが順に設けられている。な
お、図１９（ａ）に図示するようにレンズマウント１５０１を背面側から見た場合、ロッ
ク溝１５０１ｚから最も離れた位置に設けられたレンズ爪が第１のレンズ爪１５０１ｄで
ある。そして、第１のレンズ爪１５０１ｄから時計回りに第２のレンズ爪１５０１ｅ、第
３のレンズ爪１５０１ｆが順に設けられている。
【０１５５】
　また、レンズマウント１５０１には円周方向（内径方向）に向かって、第１のレンズ凹
部１５０１ａ、第２のレンズ凹部１５０１ｂ、第３のレンズ凹部１５０１ｃが順に設けら
れている。なお、図１９（ａ）に図示するようにレンズマウント１５０１を背面側から見
た場合、ロック溝１５０１ｚに最も近い位置に設けられた凹部が第３のレンズ凹部１５０
１ｃである。そして、第３のレンズ凹部１５０１ｃから時計回りに第１のレンズ凹部１５
０１ａ、第２のレンズ凹部１５０１ｂが順に設けられている。
【０１５６】
　なお、説明のために、レンズ爪１５０１ｄ、１５０１ｅ、１５０１ｆの円周方向におけ
る端部のそれぞれを、第１の端部１５０１ｄ１、第２の端部１５０１ｄ２、第３の端部１
５０１ｅ１、第４の端部１５０１ｅ２、第５の端部１５０１ｆ１、第６の端部１５０１ｆ
２と称する。それぞれの端部には、前述したようにレンズマウント１５０１を背面側から
見た場合に、第１のレンズ爪１５０１ｄから時計周りで順に部番を付す。
【０１５７】
　図１９（ａ）に図示するように、本実施形態では、各レンズ爪および各レンズ凹部の、
レンズマウント１５０１の円周方向に占める角度（角度範囲）を、以下のように規定する
。第１のレンズ爪１５０１ｄの角度は５３°、第２のレンズ爪１５０１ｅの角度は６２°
、第３のレンズ爪１５０１ｆの角度は５３°である。すなわちレンズマウント１５０１側
における各レンズ爪の角度は前述したレンズマウント３０１側におけるレンズ爪の角度と
同一である。
【０１５８】
　これに対して、レンズマウント１５０１側のレンズ凹部の角度は、前述したレンズマウ
ント１３０１（３０１）側のレンズ凹部の角度と異なる。具体的に、第１のレンズ凹部１
５０１ａの角度は６０°、第２のレンズ凹部１５０１ｂの角度は６６°、第３のレンズ凹
部１５０１ｃの角度は６６°である。
【０１５９】
　また、背面側からレンズ爪を見た場合に、レンズマウント１５０１の円周方向において
各レンズ爪が配されるロック溝１５０１ｚの位置（基準位置と称す）を基準とした時計回
りの角度は以下のように規定する。第１のレンズ爪１５０１ｄは、基準位置を起点に１５
７°から２１０°の間に配置される。第２のレンズ爪１５０１ｅは、基準位置を起点に２
７６°から３３８°の間に配置される。第３のレンズ爪１５０１ｆは、基準位置を起点に
４４°から９７°の間に配置される。
【０１６０】
　また、図１９（ｃ）に図示するように、レンズマウント１５０１側には、撮像装置に装
着された際に、当該撮像装置の光軸と平行な方向への移動を規制する嵌合部１５０１ｘが
レンズマウント１５０１の円周方向に設けられている。本実施形態では、レンズマウント
１５０１側において、嵌合部１５０１ｘの光軸（レンズマウント１５０１の中心軸と略同
一）と直交する方向における径（すなわち嵌合部１５０１ｘの内径）をマウント径とする
。以上説明した、各カメラマウントおよびレンズマウントにおけるマウント径は略同一の
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長さであるとする。
【０１６１】
　また、図１９（ｂ）に図示するように、レンズマウント１５０１の円周方向において、
第３のレンズ爪１５０１ｆの第５の端１５０１ｆ１から第１のレンズ凹部１５０１ａを含
み第１のレンズ爪１５０１ｄの第２の端１５０１ｄ２までの角度をθ９（１６６°）とす
る。また、レンズマウント１５０１の円周方向において、第１のレンズ爪１５０１ｄの第
１の端１５０１ｄ１から第２のレンズ凹部１５０１ｂを含み第２のレンズ爪１５０１ｅの
第４の端１５０１ｅ２までの角度をθ１０（１８１°）とする。また、レンズマウント１
５０１の円周方向において、第２のレンズ爪１５０１ｅの第３の端１５０１ｅ１から第３
のレンズ凹部１５０１ｃを含み第３のレンズ爪１５０１ｆの第６の端１５０１ｆ２までの
角度をθ１１（１８１°）とする。
【０１６２】
　第２の変換アダプタ７０に設けられたカメラマウント１２０１とレンズマウント１５０
１との各爪と凹部の円周方向における角度を比較する。例えば、カメラマウント１２０１
側における第３のカメラ爪の角度（９２°）は、レンズマウント１５０１側におけるレン
ズ凹部のうち最大の角度を有する第２、第３のレンズ凹部１５０１ｂ、１５０１ｃの角度
（６６°）よりも大きい。すなわち、カメラマウント１２０１側における少なくとも１つ
のカメラ爪の角度が、レンズマウント１５０１側における最大の角度を有するレンズ凹部
の角度よりも大きい。
【０１６３】
　この場合、カメラマウント１２０１側の爪部とレンズマウント１５０１側の凹部のうち
、少なくとも１つ以上のカメラ爪とレンズ凹部同士は互いに干渉する。したがって、カメ
ラマウント１２０１側とレンズマウント１５０１側の光軸同士が略平行となるようにカメ
ラ本体にレンズユニットを装着しようとしても、爪と凹部とが干渉するため、カメラ本体
に対してレンズユニットを装着することはできない。
【０１６４】
　しかしながら、前述した第１の変換アダプタでの説明と同様に、１つの爪と凹部とが互
いに干渉しているだけでは、レンズマウント側の各凹部にカメラマウント側の各爪を挿入
可能となる場合がある。例えば、カメラマウント側の光軸に対してレンズマウント側の光
軸を斜めに傾けた状態で、カメラ爪の一端をレンズ凹部に挿入し、レンズマウントとカメ
ラマウントとを相対的に回転させることで、カメラ本体に対してレンズユニットを装着で
きる場合がある。
【０１６５】
　そこで、本実施形態では、円周方向において、カメラマウント１２０１側とレンズマウ
ント１５０１側における爪および凹部を、θ６＜θ９、且つθ７＜θ１０を満たすように
配設する。図２０は、本発明の実施形態に係るカメラマウント２０１（１２０１）側の基
準となる凹部にレンズマウント１５０１（５０１）側の基準となる爪を装着しようとした
際の、爪同士の干渉する様子を例示的に説明した図である。図２０（ａ）は、第３のレン
ズ爪１５０１ｆ（５０１ｆ）と第３のカメラ爪２０１ｃ（１２０１ｃ）とが干渉する様子
を示し、図２０（ｂ）は、第２のレンズ爪１５０１ｅ（５０１ｅ）と第３のカメラ爪２０
１ｃ（１２０１ｃ）とが干渉する様子を示している。
【０１６６】
　図２０（ａ）、（ｂ）に図示するように、例えば、基準となる第１のレンズ爪１５０１
ｄ（５０１ｄ）を基準となるカメラ凹部２０１ｄ（１２０１ｄ）に挿入しようとした場合
、第３のカメラ爪２０１ｃ（１２０１ｃ）が第２、第３のレンズ爪１５０１ｅ（５０１ｅ
）、１５０１ｆ（５０１ｆ）と干渉する。
【０１６７】
　すなわち、背面側から見て、基準となる１つのレンズ爪と、その時計周り方向で隣接す
る他のレンズ爪と、これらのレンズ爪の間に位置するレンズ凹部の角度の総和を第１の角
度とする。そして、背面側から見て、基準となる１つのカメラ凹部と、その時計回り方向
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で隣接する他のカメラ凹部と、その間に位置するカメラ爪部の角度の総和を第２の角度と
する。また、背面側から見て、基準となる１つのレンズ爪と、その反時計周り方向で隣接
する他のレンズ爪と、これらのレンズ爪の間に位置するレンズ凹部の角度の総和を第３の
角度とする。さらに、背面側から見て、基準となる１つのカメラ凹部と、その反時計回り
方向で隣接する他のカメラ凹部と、その間に位置するカメラ爪部の角度の総和を第４の角
度とする。本実施形態では、上述した第１の角度が第２の角度よりも大きく第３の角度が
第４の角度よりも大きくなるように、カメラマウント１２０１側とレンズマウント１５０
１側における爪および凹部を配設すればよい。
【０１６８】
　この構成により、少なくとも２つのレンズ爪と１つのカメラ爪とが互いに干渉する。し
たがって、対応しないレンズユニットが撮像装置に誤装着される、あるいは、変換アダプ
タの両端に設けられた各マウント部に対応しないレンズユニットおよび撮像装置が誤装着
されるリスクを低減することができる。
【０１６９】
　しかしながら、上記の条件を満たす場合であっても、例えば、３つの爪を対応しない凹
部に挿入しようとした場合に、各爪および凹部の角度によっては、２つの爪が凹部に挿入
されてしまう場合がある。
【０１７０】
　そこで、本実施形態では、円周方向において、カメラマウント１２０１側とレンズマウ
ント１５０１側における爪および凹部を、θ６＜θ９、θ６＜θ１０、θ６＜θ１１且つ
θ７＜θ９、θ７＜θ１０、θ７＜θ１１を満たすように配設する。すなわち、背面側か
ら見て、前述した基準となるレンズ爪以外の２つの爪とその間に位置するレンズ凹部の総
和を第５の角度とする。本実施形態では、前述した第２の角度および第４の角度が、第１
の角度および第３の角度および第５の角度のいずれよりも小さくなるように、カメラマウ
ント１２０１側とレンズマウント１５０１側における爪および凹部を配設すればよい。
【０１７１】
　図２１は、本発明の実施形態に係るカメラマウント２０１（１２０１）側の基準となる
凹部にレンズマウント１５０１（５０１）側の基準以外の爪を装着しようとした際の、爪
同士の干渉する様子を例示的に説明した図である。図２１（ａ）は、第２のレンズ爪１５
０１ｅ（５０１ｅ）を第１のカメラ凹部２０１ｄ（１２０１ｄ）に挿入しようとする場合
の、第１のレンズ爪１５０１ｄ（５０１ｄ）と第３のカメラ爪２０１ｃ（１２０１ｃ）と
が干渉する様子を示している。また、図２１（ｂ）は、第２のレンズ爪１５０１ｅ（５０
１ｅ）を第１のカメラ凹部２０１ｄ（１２０１ｄ）に挿入しようとする場合の、第３のレ
ンズ爪１５０１ｆ（５０１ｆ）と第３のカメラ爪２０１ｃ（１２０１ｃ）とが干渉する様
子を示している。また、図２１（ｃ）は、第３のレンズ爪１５０１ｆ（５０１ｆ）を第１
のカメラ凹部２０１ｄ（１２０１ｄ）に挿入しようとする場合の、第２のレンズ爪１５０
１ｅ（５０１ｅ）と第３のカメラ爪２０１ｃ（１２０１ｃ）とが干渉する様子を示してい
る。また、図２１（ｄ）は、第３のレンズ爪１５０１ｆ（５０１ｆ）を第１のカメラ凹部
２０１ｄ（１２０１ｄ）に挿入しようとする場合の、第１のレンズ爪１５０１ｄ（５０１
ｄ）と第３のカメラ爪２０１ｃ（１２０１ｃ）とが干渉する様子を示している。
【０１７２】
　図２１（ａ）～（ｄ）に図示するように、本実施形態では、レンズマウント１５０１と
カメラマウント１２０１の相対的な回転角度に依らずに、少なくとも２つレンズ爪が１つ
のカメラ爪と干渉する。この構成により、レンズマウント５０１およびレンズマウント５
０１を備えたレンズユニットおよび変換アダプタが、カメラマウント２０１およびカメラ
マウント１２０１を備えた撮像装置および変換アダプタに誤装着されることをより効果的
に防止することができる。
【０１７３】
　図２２は、本発明の実施形態に係るカメラマウント４０１側とレンズマウント５０１側
のそれぞれに設けられた爪部同士を係合させた状態を例示的に説明する図である。なお、
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図２２は、カメラ本体６０に設けられたカメラマウント４０１と、第２のレンズ５０に設
けられたレンズマウント５０１とが係合した状態を示している。図２２に図示するように
、第１のレンズ爪５０１ｄは第１のカメラ凹部４０１ｄに挿入できる。また、第２のレン
ズ爪５０１ｅは第２のカメラ凹部４０１ｅに挿入できる。さらに、第３のレンズ爪５０１
ｆは第３のカメラ凹部４０１ｆに挿入できる。すなわち、カメラマウント４０１側とレン
ズマウント５０１側とは、互いに直接装着に対応した組合せである。なお、図１０（ａ）
に図示したように、カメラマウント２０１側とレンズマウント３０１側とは、互いに直接
装着に対応した組合せである。
【０１７４】
　以上説明したように、フランジバックの長い撮像装置（例えばカメラ本体６０）に対応
するカメラマウント４０１（１４０１）と、フランジバックの長いレンズユニット（例え
ば第２のレンズ５０）に対応するレンズマウント５０１（１５０１）は互いに直接装着が
可能である。しかしながら、フランジバックの短い撮像装置（例えばカメラ本体１０）に
対応するカメラマウント２０１（１２０１）と、フランジバックの長いレンズユニット（
例えば第２のレンズ５０）に対応するレンズマウント５０１（１５０１）は互いに直接装
着ができない。また、フランジバックの短い撮像装置（例えばカメラ本体１０）に対応す
るカメラマウント２０１（１２０１）と、フランジバックの短いレンズユニット（例えば
第１のレンズ１００）に対応するレンズマウント３０１（１３０１）は互いに直接装着が
可能である。しかしながら、フランジバックの長い撮像装置（例えばカメラ本体６０）に
対応するカメラマウント４０１（１４０１）と、フランジバックの短いレンズユニット（
例えば第１のレンズ１００）に対応するレンズマウント３０１（１３０１）は互いに直接
装着ができない。
【０１７５】
　したがって、上述した本実施形態の構成を採用した撮像装置およびカメラアクセサリは
、略同一のマウント径を有するが互いに対応しない撮像装置およびカメラアクセサリの誤
装着を防止することができる。
【０１７６】
　（カメラマウントにおける接点ピンの配置）
　次に、図２３、２４を参照して、前述したカメラ本体（第１の撮像装置）１０に設けら
れたカメラマウント２０１における各接点ピンが配される位置関係について説明する。図
２３は、本発明の実施形態に係るカメラ本体１０の正面図を例示的に説明する図である。
【０１７７】
　図２３に図示するように、例えば前述した第１のレンズ１００に設けられた複数の接点
面に対応した電気端子として、接点保持部材２０３には、複数の接点ピン２０３ａ～２０
３ｋ、２０３ｍの総計１２本の接点ピンが保持されている。
【０１７８】
　図２３に図示するように、ＤＣＬ端子である接点ピン２０３ｆは、カメラ本体１０の正
位置において、カメラマウント２０１の径方向で第１のカメラマウント中心線３００３と
重畳する位置に配されている。なお、前述したように、第１のカメラマウント中心線３０
０３は、カメラ本体１０の正位置において、カメラマウント２０１の中心軸（光軸）から
重力方向および当該重力方向とは反対側に延びる垂直中心線である。この第１のカメラマ
ウント中心線３００３は、接点ピン２０３ｆの他に、カメラアクセサリの取り付け指標２
０１ｇについても、カメラマウント２０１の径方向で重畳している。換言すると、接点ピ
ン２０３ｆは、取り付け指標２０１ｇの直下であって、カメラマウント２０１の光軸３０
００（すなわち、カメラマウント２０１の中心軸）の直下に配されている。
【０１７９】
　前述したカメラマウント２０１に設けられた計１２個の接点ピンのうち、接点ピン２０
３ｆが、カメラ本体１０の撮像領域（露光開口）６００、あるいは、第２のレンズマウン
ト中心線３００２から最も遠い位置に配されている。なお、図２３に図示するように、第
２のレンズマウント中心線３００２から接点ピン２０３ｆまでの距離ａとする。
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【０１８０】
　上記の構成を採用することで、第１のカメラマウント中心線３００３上に接点ピンを配
することができるので、接点保持部材２０３の部品加工等において、他の接点ピンの位置
を測定する際に、光軸直下に位置する接点ピン２０３ｆを基準とすることができる。した
がって、接点保持部材２０３における各接点ピンの加工精度や測定精度を向上させること
ができる。
【０１８１】
　また、上述の構成を採用することで、ユーザは、接点ピン２０３ｆと取り付け指標２０
１ｇとが結ぶ線を確認することで、第１のカメラマウント中心線３００３および光軸３０
００の位置を確認することができる。換言すると、カメラマウント２０１において光軸の
位置等を示す指標などを新たに設けることなく、第１のカメラマウント中心線３００３お
よび光軸３０００の位置を確認することができる。
【０１８２】
　なお、電気設定である各接点ピンは金属材料により形成されているため、各接点ピンか
ら露光開口までの距離が近いと、接点ピンによる光の反射（内面反射）による光線が、被
写体の撮影に影響して、不自然な明るさの画像が取得されてしまう虞がある。この問題を
低減するため、各接点ピン間の距離を短くし、光軸と平行な方向における当該光軸から各
接点ピンまでの距離を全体的に遠ざける方法が考えられる。しかしながら、この場合は、
接点ピン間の距離が近づくため、カメラアクセサリを装着する際の接点ピンと接点面との
摺動や、接点ピンへのゴミの付着などにより、接点ピン同士がショートしてしまう虞があ
るため、接点ピン間は適度な距離を備える必要がある。
【０１８３】
　この条件を満たし、且つ、接点ピンでの内面反射による影響を低減するため、本実施形
態では、カメラマウント２０１の円周方向において略中央に位置する接点ピン２０３ｆを
露光開口６００から最も遠い位置に配する。換言すると、本実施形態では、カメラマウン
ト２０１が備える複数の接点ピンのうち、接点ピン２０３ｆを第２のレンズマウント中心
線３００２から最も遠い位置に配する。
【０１８４】
　また、本実施形態のカメラ本体１０は、露光開口６００（または第２のレンズマウント
中心線３００２）から、カメラマウント２０１における複数の接点ピンの両端に位置する
接点ピン２０３ａと接点ピン２０３ｍまでの距離を略同一にする。なお、本実施形態では
、第１のカメラマウント中心線３００３、接点ピン２０３ｆから接点ピン２０３ａおよび
接点ピン２０３ｍまでの距離も略同一とする。
【０１８５】
　上述した構成を採用することで、何れかの接点ピンが他の接点ピンよりも露光開口に近
づくことなく、複数の接点ピンのそれぞれを露光開口から遠ざけることができるため、接
点ピンでの内面反射の影響を低減することができる。
【０１８６】
　特に、カメラマウント２０１のように、偶数個の接点ピンを備える場合、第１のカメラ
マウント中心線３００３上に接点ピンを配すると、第１のカメラマウント中心線３００３
によって分割される２つの領域で存在する接点ピンの数が一致しない。この場合、各接点
ピン同士のピン間の距離が略同一であると、露光開口からカメラアクセサリの装着方向の
両端に位置する接点ピン（本実施形態での接点ピン２０３ａ、２０３ｍ）までの距離が一
致しない。
【０１８７】
　そこで、本実施形態のカメラ本体１０は、接点ピンを偶数個備えるカメラマウント２０
１において、第１のカメラマウント中心線３００３上に所定の接点ピンを配し、両端に位
置する接点ピンから露光開口までの距離が同一となるようにピン間の距離を調整する。
【０１８８】
　図２４は、本発明の実施形態に係るカメラマウント２０１の部分拡大図である。図２４
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に図示するように、各接点ピンのうち、電源供給などを行う重要な接点ピン２０３ａ、２
０３ｂ（ＶＤＤ端子、ＶＢＡＴ端子）を、図中の接点ピン２０３ｆよりも左側に配する。
また、カメラ本体とカメラアクセサリとの間での信号の送受を行う通信に係る接点ピン２
０３ｇ、２０３ｈ（ＤＬＣ端子、ＬＣＬＫ端子）を図２４における接点ピン２０３ｆより
も右側に配する。そして、カメラマウント２０１の円周方向において、接点ピン２０３ａ
と接点ピン２０３ｂとがなす角度θαを、接点ピン２０３ｇと接点ピン２０３ｈとがなす
角度θβよりも大きくする。
【０１８９】
　なお、図中の接点ピン２０３ｆよりも左側に配するいずれの接点ピン間のピッチ（距離
）は、図中の接点ピン２０３ｆよりも右側に配するいずれの接点ピン間のピッチ以上とな
る。換言すると、第１のカメラマウント中心線３００３を基準として分割した２つの領域
のうち、一方の領域に含まれる接点ピン同士のピッチが他方の領域に含まれる接点ピン同
士のピッチ以上となる。上述した一方の領域は、図２４に図示する、第１のカメラマウン
ト中心線３００３よりも左側の領域であって、この領域には電源供給に用いる接点ピンが
位置する。また、他方の領域は、図２４に図示する、第１のカメラマウント中心線３００
３よりも右側の領域であって、この領域には通信に用いる接点ピンが位置する。なお、図
２４において、第１のカメラマウント中心線３００３よりも左側の領域に接点保持部材２
０３の上段側が含まれる。
【０１９０】
　なお、本実施形態では、接点ピン間のピッチは、カメラマウント２０１の円周方向にお
ける、接点ピンの中心間の距離とするが、これに限定するものではない。例えば、接点ピ
ンの導通部分同士の距離、または、接点ピンが対応するアクセサリマウント側の接点面と
の電気的に接続された際の、接続点間の距離を接点ピンのピッチとしてもよい。
【０１９１】
　ＶＤＤ端子に該当する接点ピン２０３ａは、例えば、カメラ本体１０に第１のレンズ１
００を装着する際に、最後にレンズマウント３０１側の何れかの接点面と接触する接点ピ
ンである。また、ＤＧＮＤ端子に該当する接点ピン２０３ｍは、例えば、カメラ本体１０
に第１のレンズ１００を装着する際に、最初にレンズマウント３０１側の何れかの接点面
と接触する接点ピンである。
【０１９２】
　なお、カメラマウント２０１に対応するカメラアクセサリのレンズマウント３０１が備
える第２の誘い込み斜面３０３ｐは、カメラアクセサリが装着された状態で、図２４の図
中における接点ピン２０３ｆよりも左側に位置する。すなわち、第２の誘い込み面３０３
ｐに対応するカメラマウント２０１側の領域は、図２４の図中における接点ピン２０３ｆ
よりも左側であって、第１のカメラマウント中心線３００３を基準として接点ピンの数が
少ない側に配される。この構成により、第１のカメラマウント中心線３００３を基準とし
て、端子の誘い込み面に対応する側において接点ピン同士がなす角度を広くすることがで
きる。
【０１９３】
　以上説明した構成により、接点ピンを偶数個備える場合であっても、接点ピンにおける
光の内面反射による被写体の撮像への影響を低減することができる。また、上述した構成
により、接点ピンにおける光の内面反射に起因する画像への影響を、第１のカメラマウン
ト中心線３００３を基準として分割した２領域で均一化することができる。なお、上述し
た構成は、カメラ本体側とカメラアクセサリとの間で通信するデータ量の増加などに伴い
、カメラマウント２０１に配される端子数が増加した場合により効果的である。
【０１９４】
　なお、以上の説明では、カメラ本体１０および第１のレンズ１００に設けられた端子（
接点ピン・接点面）の数が１２個である場合について説明したが、これに限定されるもの
ではない。上述した構成としては、端子の数が４個以上の偶数個であれば適用可能である
。そして、その際、第１のマウント中心線を基準としてマウントの円周方向の両端に位置



(33) JP 6743090 B2 2020.8.19

10

20

30

40

50

する端子の役割は、上述した端子２０３ａおよび端子２０３ｍとは異なるものであっても
よい。
【０１９５】
　なお、端子の総数が奇数の場合は、仮に全ての端子間のピッチを同一とすれば、第１の
カメラマウント中心線３００３に重畳して１つの端子を配し、第１のカメラマウント中心
線３００３を基準とした左右の領域に、複数の端子を均一に配することができる。
【０１９６】
　また、上述した構成としては、カメラ本体１０に設けられたカメラマウント２０１を基
準にして説明したが、上記の構成は、例えば、第１のレンズ１００に設けられたレンズマ
ウント（アクセサリマウント）３０１側についても同様である。すなわち、レンズマウン
ト３０１においては、接点面を偶数個備える場合に、レンズマウント３０１の円周方向に
おいて略中央に位置する接点面３０３ｆが第１のレンズマウント中心線３００５とマウン
トの径方向で重畳する。また、レンズマウント３０１の円周方向で両端に位置する接点面
３０３ａおよび接点面３０３ｍは、カメラマウント２０１にレンズマウント３０１が結合
された状態で、露光開口６００（または第２のレンズマウント中心線３００６）までの距
離が略同一になる。そして、第１のレンズマウント中心線３００５を基準として分割した
２つの領域のうち、電源供給に用いる接点面が位置する一方の領域に含まれる接点面同士
のピッチが、通信に用いる接点面が位置する他方の領域に含まれる接点面同士のピッチ以
上となる。レンズマウント３０１についても、上述の構成を採用することで、カメラマウ
ント２０１側と同様の効果を奏することができる。
【０１９７】
　なお、カメラマウント側では、接点ピン２０３ａがアクセサリマウント側の接点面の何
れかと最後に接触する端子であって、接点ピン２０３ｍがアクセサリマウント側の接点面
の何れかと最初に接触する端子であったが、アクセサリ側ではこの関係が逆転する。すな
わち、接点面３０３ａがカメラマウント側の接点ピンの何れかと最初に接触する端子であ
って、接点面３０３ｍがカメラマウント側の接点ピンの何れかと最後に接触する端子であ
る。
【０１９８】
　以上、本発明の好ましい実施形態について説明したが、本発明はこの実施形態に限定さ
れず、その要旨の範囲内で種々の変形及び変更が可能である。例えば、前述した実施形態
では、撮像装置の一例としてデジタルカメラを採用した場合について説明したが、デジタ
ルビデオカメラやセキュリティカメラなど、デジタルカメラ以外の撮像装置を採用する構
成であってもよい。
【０１９９】
　また、前述した実施形態では、本発明を実施するカメラ用のアクセサリ（カメラアクセ
サリ）の一例として交換レンズ、および、所謂エクステンションチューブなどの変換アダ
プタなどの中間アクセサリ（アダプタ装置）を採用した場合について説明したが、これに
限定されるものではない。例えば、カメラアクセサリとしては、前述した各撮像装置に設
けられたカメラマウントに直接的に接続（結合）可能なアクセサリマウントを備えた機器
であれば、どのようなものを採用してもよい。
【０２００】
　なお、前述した実施形態では、互いに対応するカメラマウントおよびアクセサリマウン
トの双方には、互いの装着状態において、電気的に接続が確立される一対の電気端子を備
える構成について説明したが、これに限定されるものではない。例えば、互いに対応しな
い電気端子を備える構成であってもよい。例えば、カメラ本体１０に装着可能なカメラア
クセサリに、カメラ本体１０側が備えない端子を設けるような構成であってもよい。
【０２０１】
　また、前述した実施形態では、カメラマウントおよびアクセサリマウントの中心からの
径が略同じとなる円周方向に沿って、各電気端子が順に配されている場合について説明し
たが、これに限定するものではない。例えば、円周方向に沿って配された各電気端子とし
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ては、カメラマウントおよびアクセサリマウントの中心からの径がそれぞれ異なるような
構成であってもよい。この場合、各マウントの径方向における寸法は増加するが、端子間
の摩耗を抑制することが可能である。
【０２０２】
　また、前述した実施形態では、各マウントにおいて、円周方向に３つの爪を備えた場合
について説明したが、前述した実施形態の条件を満たすものであれば、爪の数は３つに限
定されるものではない。
【０２０３】
　また、前述した実施形態における各マウントに設けられた３つの爪のそれぞれを、さら
に細分化するように分割する構成であってもよい。すなわち、１つの爪を複数の爪からな
る１つの爪群として形成する構成であってもよい。例えば、１つの爪に溝部を設けた場合
が、これに該当する。この場合、各マウントの円周方向において配される爪群の角度範囲
は、前述した実施形態の通りである。
【０２０４】
　また、前述した実施形態では、各マウントのマウント径を、各マウントに設けられた嵌
合部の内径として説明したが、これに限定されるものではない。例えば、各マウントにお
いて、各マウントの中心軸（光軸と略同一）から複数の電気接点（端子）までの距離を半
径とする内径をマウント径としてもよいし、各マウントの中心軸から爪あるいは凹部まで
の距離を半径とする内径をマウント径としてもよい。
【０２０５】
　また、前述した実施形態では、カメラマウントとアクセサリマウントの何れかを備えた
機器を他方のマウントを備えた機器に対して実際に回転させることで、双方の機器同士を
バヨネット結合する構成について説明したが、これに限定されるものではない。例えば、
カメラマウントとアクセサリマウント同士を相対的に回転させる構成を採用して、カメラ
マウントとアクセサリマウント同士のバヨネット結合を可能とする構成であってもよい。
以下、この詳細について具体的に説明する。
【０２０６】
　図２５は、本発明の変形例に係るマウント機構５０００の分解斜視図である。図２６は
、本発明の変形例に係るマウント機構５０００の非結合状態について例示的に説明する図
である。図２７は、本発明の変形例に係るマウント機構５０００の結合状態について例示
的に説明する図である。なお、図２５～２７においては、説明のために、マウント機構５
０００の可動マウント部５０１０とバヨネット結合が可能なレンズマウント３０１を同時
に図示している。また、前述した実施形態と同一の部材については説明を省略し同一の符
号を付す。
【０２０７】
　図２５に図示するように、本変形例のマウント機構５０００は、光軸３０００を中心軸
として、レンズマウント３０１が取り付けられる側から順に、操作部５０３０、固定マウ
ント部５０２０、可動マウント部５０１０、接点保持部材２０３の順に各部材が配されて
いる。操作部材５０３０は、中心軸を中心に回転可能なリング状の操作手段であって、腕
部５０４０により、可動マウント部５０１０とビスで固定されている。なお、本変形例で
は、中心軸に対して直交方向に配された２つの腕部５０４０を用いて、操作部材５０３０
と可動マウント部５０１０とが計２箇所で固定されている。この構成により、操作部材５
０３０が回転操作されることに応じて、可動マウント部５０１０も一体的に中心軸を中心
として回転する。
【０２０８】
　可動マウント部５０１０には、レンズマウント３０１に設けられたバヨネット爪３０１
ｄ～３０１ｆとそれぞれバヨネット結合が可能な可動マウント爪部５０１１ａ、５０１１
ｂ、５０１１ｃが設けられている。また、可動マウント部５０１０には、中心軸回りにね
じ切りされたねじ部５０１２が設けられており、可動マウント部５０１０の中心軸回りの
回転に伴って、後述する固定マウント部５０２０のねじ部５０２２との螺合状態が変化す
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る。
【０２０９】
　固定マウント部５０２０には、レンズマウント３０１のマウント面と当接するカメラマ
ウント面５０２１と、前述した可動マウント部５０１０のねじ部５０１２と螺合するねじ
部５０２２が備えられている。固定マウント部５０２０は、前述した可動マウント部５０
１０とは異なり、操作部材５０３０の回転操作に応じて、中心軸回りに回転することはな
い。
【０２１０】
　次に、図２６、２７を参照して、本変形例に係るマウント機構のバヨネット結合方法に
ついて説明する。なお、レンズマウント３０１に設けられた各バヨネット爪は、操作部材
５０３０の開口部分および固定マウント部５０２０の開口部分を挿通した状態で、可動マ
ウント５０１０の可動マウント爪部５０１１ａ～ｃと係合可能な状態となる。図２６（ａ
）－（ｃ）に図示する状態は、操作部材５０３０が非ロック位置に位置する状態である。
この状態では、レンズマウント３０１のレンズマント面と固定マウント部５０２０のカメ
ラマウント面５０２１とを当接するが、中心軸方向から見て、レンズマウント３０１およ
び可動マウント５０１０のそれぞれの爪部同士が互いに係合せず重ならない。図２６（ｃ
）は、図２６（ｂ）に図示するＨ－Ｈ’断面の断面図を示す。この状態から、操作部材５
０３０を回転操作した状態のマウント機構５０００を例示するのが図２７である。
【０２１１】
　図２７に図示する状態は、操作部材５０３０がロック位置に位置する状態である。この
状態では、中心軸方向から見て、レンズマウント３０１および可動マウント５０１０のそ
れぞれの爪部同士が互いに重なることで中心軸方向において係合する。そして、この状態
では、操作部材５０３０の回転操作に伴って、固定マウント部５０２０のねじ部５０２２
と可動マウント部５０１０のねじ部との螺合状態が変化し、可動マウント部５０１０が中
心軸方向において、撮像装置側へと移動する。図２７（ｃ）は、図２７（ｂ）に図示する
Ｉ－Ｉ’断面の断面図を示す。図２６（ｃ）および図２７（ｃ）に図示するように、マウ
ント機構５０００の非ロック状態がロック状態に変化することに応じて、中心軸方向にお
いて、可動マウント部５０１０が固定マウント部５０２０から離れる方向に移動する。こ
の構成により、レンズマウント３０１側のバヨネット爪と係合した状態の可動マウント爪
部５０１１ａ～５０１１ｃのそれぞれが、撮像装置側へと移動する。
【０２１２】
　以上説明したように、本変形例のマウント機構５０００は、レンズマウント側の爪部と
係合可能な爪部を備えた可動マウント部が中心軸回りに回転することにより、可動マウン
ト部を固定マウント部に対して中心軸方向に移動させることが出来る。この構成により、
本変形例のマウント機構５０００は、レンズマウントとカメラ側のマウントとの結合状態
において、両者の間に生じる隙間（ガタ）の発生を低減することが出来る。
【０２１３】
　なお、上述した変形例では、撮像装置側にマウント機構５０００を設ける構成について
説明したが、例えば、交換レンズなどのカメラアクセサリ側にマウント機構５０００を備
える構成に適用可能である。
【符号の説明】
【０２１４】
　１０　カメラ本体
　４０　第１の変換アダプタ
　５０　第２のレンズユニット
　６０　カメラ本体（第２の撮像装置）
　７０　第２の変換アダプタ
　１００　第１のレンズユニット
　２０１　カメラマウント
　２０１ａ、ｂ、ｃ　カメラ爪群
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　２０３ａ－ｋ、ｍ　接点ピン
　３０１　レンズマウント
　３０１ｄ、ｅ、ｆ　レンズ爪群
　３０３ａ－ｋ、ｍ　接点面
　４０１　カメラマウント
　４０１ａ、ｂ、ｃ　カメラ爪群
　５０１　レンズマウント
　５０１ｄ、ｅ、ｆ　レンズ爪群

【図１】 【図２】
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【図３】 【図４】

【図５】 【図６】
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【図７】 【図８】

【図９】 【図１０】
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【図１１】 【図１２】

【図１３】 【図１４】
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【図１５】 【図１６】

【図１７】 【図１８】
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【図１９】 【図２０】

【図２１】 【図２２】
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【図２３】 【図２４】

【図２５】 【図２６】
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【図２７】
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